
近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

日時：平成２４年５月１５日（火）
１４：００～１６：００

場所：大阪合同庁舎第１別館２Ｆ大会議室

議 事 次 第

Ⅰ．開 会

Ⅱ．挨 拶

Ⅲ．議 事

１．ブロック協議会の経緯と取り組み

２．公共工事の品質確保向上に向けた今後の取組み
（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について

（２）低入札対策について

（３）府県ブロック協議会の取り組み状況について

（４）業務効率化の推進について

３．近畿地方整備局における新たな総合評価方式の実施状況について

４．その他
（１）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について

（２）経営事項審査の改正について

（３）保険未加入問題について（提案）

Ⅳ．閉会

＝＝＝ 配付資料 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○議事次第

○近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）出欠表、配席表

○委員名簿、幹事会名簿、連絡窓口名簿

○資料－１「１．ブロック協議会の経緯と取り組み」

○資料－２「２．公共工事の品質確保向上に向けた取組み」

・（別紙）入札契約制度調査結果資料（平成 24 年 4 月現在）

○資料－３「３．近畿地方整備局における新たな総合評価方式の実施状況について」

○資料－４「建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について」

○資料－５「経営事項審査の改正について」

○資料－６「保険未加入問題について（提案）」

○参考（記者発表資料）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



１．ブロック協議会の経緯と取り組み

平成２４年５月１５日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）資料
資料－１

（１） ブロック協議会の設立趣旨について
（２） これまでの経緯について

（３） これまでの取り組み概要について
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（１）ブロック協議会の設立趣旨

発注者協議会設置の背景

■平成１７年４月に「品確法」が制定。公共工事の品質確保は全ての発注者の責務に。

■しかし、地方公共団体において総合評価方式の普及が遅れていること等の課題が指摘され、公共工事の品質

確保に懸念。

■平成２０年度３月２８日の品確関係省庁連絡会議申し合わせ「公共工事の品質確保に関する当面の対策につい

て」においても、「上記に掲げた施策が効果的に機能するよう、国、特殊法人等及び地方公共団体の各発注者

間の連絡調整を図るため、地域ブロックごとに部局横断的 な発注者協議会を平成２０年度中に設置する。」と記

載されており、平成２０年１１月１３日に第１回発注者協議会を設置・開催に至った。

発注者協議会の役割

品質確保の促進に向けた情報交換・情報共有による連携強化
発注者間相互の連絡調整

近畿ブロックにおける

公共工事の

品質確保の促進

近畿ブロック発注者協議会

国 特殊法人等

地方公共団体等

<連携強化・連絡調整>

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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協議会の参加機関（協議会・幹事会で構成）

■国の地方支分局 【 １４機関 】

■地方公共団体 【 ２４機関 】

■特殊法人等の支社等 【 １８機関 】

各府県地域発注者協議会

連携

近畿管区警察局、近畿財務局、大阪国税局、近畿農政局、近畿中国森林管理局、近畿経済産業局、近畿地方整備
局、近畿運輸局、大阪航空局、第五管区海上保安本部、第八管区海上保安本部、近畿地方環境事務所、近畿中
部防衛局、大阪高等裁判所

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、※各府県代表市

町村（福井市、池田町、湖南市、愛荘町、長岡京市、井手町、泉南市、能勢町、多可町、橿原市、斑鳩町、岩出市、
有田川町） ※平成２４年５月１５日時点で、各府県市町村会長自治体による構成

西日本高速道路(株)関西支社、本州四国連絡高速道路(株)、阪神高速道路(株)、関西国際空港(株)、(独)空港周
辺整備機構大阪国際空港事業本部、(独)京都国立博物館、(独)奈良国立博物館、(独)京都国立近代美術館、(独)
国立国際美術館、(独)奈良文化財研究所、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部大阪支社、 (独)鉄
道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業西日本支社、(独)都市再生機構西日本支社、(独)日本原子力研究
開発機構関西光科学研究所、 (独)日本原子力研究開発機構敦賀本部、(独)日本万国博覧会記念機構、(独)水資

源機構関西支社、日本下水道事業団近畿・中国総合事務所

全 ５６機関

（１）ブロック協議会の設立趣旨 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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協議会の構成

近畿ブロック発注者協議会

各府県ブロック協議会

連携

全 ５６機関

幹事会

・すべての市町村（近畿ブロックで２１５市町村）が参加することが条件

・福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の７ブロックで構成

・新たに協議会を設置あるいは既存の協議会等を活用するなど各ブロック独自で設置

・品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定

（１）ブロック協議会の設立趣旨 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■ブロック協議会の経緯

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

第１回協議会 H20.11.13

第１回幹事会 H21.2.13

第２回幹事会 H21.6.8

第２回協議会 H21.7.15

第３回幹事会 H22.2.8

第４回幹事会 H22.6.4

第３回協議会 H22.7.9

第５回幹事会 H23.2.2

第６回幹事会 H23.7.6

第４回協議会 H23.8.29

第７回幹事会 H24.5.15

◆本協議会の設置について
◆近畿管内の公共投資額の状況・低入札防止対策について
◆近畿地方整備局及び各自治体における総合評価の取組み状況

◆２次補正に伴う地域活性化に係る各機関での緊急対策の取組み（早期発注の取組み）
◆自治体総合評価方式の導入状況
◆直轄工事における総合評価方式の実施状況

◆総合評価方式導入・拡大対策
　事例集作成、講習会等の開催の提案
◆公共工事の品質確保向上に向けた取組み

◆総合評価方式の導入・拡大と対策、低入札対策
◆建設産業の再生と発展のための方策2011とその対応
◆業務における総合評価方式について

◆事例集（素案）の見直し
◆業務効率化の推進
◆総合評価導入拡大への取組み他

◆総合評価方式の導入・拡大、低入札対策
◆業務効率化の推進、府県ブロック協議会取り組み状況
◆建設コンサルタント業務等における品質確保

◆品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定
　・各府県ブロック協議会開催結果→【福井県：H21.6.26、滋賀県：H21.6.24、京都府：H21.9.15、大阪府：H21.7.15、兵庫県：H21.7.24、奈良県：H21.3.18、和歌山県：H21.6.5】

各府県ブロック協議会順次開催

◆公共工事の品質確保・向上に向けた取組み
　低入札対策状況報告、事例集作成、講習会等の開催の提案
◆近畿地方整備局における取組みについて
　総合評価落札方式の採否の通知・問合せ状況、市場化テストの導入等

◆国及び自治体が連携して取り組んでいる地域活性化に係る緊急対策の状況、平成２１年度の予定及び公共工事の品質確保向上について
議論
◆前回幹事会で設置開催となっていた各府県ブロック協議会での状況報告

◆地域活性化に係る緊急対策に対する取組み方針について
◆総合評価方式の導入・拡大について
◆品質確保に関する取組みの情報共有・促進について

◆各府県ブロック協議会の取組み状況と今後の予定
◆近畿管内における競争参加資格及び総合評価方式の適用タイプ。評価項目一覧の共有
◆総合評価導入状況の結果等

◆各機関における総合評価導入及び実施状況及び入札契約制度の実施状況
◆府県政令市より総合評価を主体とした技術力維持の工夫と取組み事例の報告
◆工事の円滑化に向けた取組みについて
◆近畿地方整備局における平成２２年度の取組み紹介

（１）ブロック協議会の設立趣旨
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１．一般競争入札の拡大
公共工事の入札及び契約に関して不正を排除し、手続きの透明性・客観性、競争性の向上

を図る。（地方自治法令上一般競争入札が原則）

２．総合評価方式の導入・拡大及び運用の改善
公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質

が総合的に優れた内容の契約によって確保されなければならない。（品確法）
○受発注者双方の事務負担の軽減のため、段階審査による落札者決定方式を活用

３．ダンピング受注の防止の徹底等
ダンピング受注においては、つぎの弊害が想定されることから排除を徹底すること。

いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全 対策の不徹底等、公共工事の品
質確保に支障が生じかねない。
公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある。
施工監督の強化等行政コストの増大を招く。

○調査基準価格の見直しや、価格による失格基準の積極的な導入・活用によるダンピング対策の強化

４．予定価格等の公表の適正化
地方自治体では、法令上の制約がないことから事前公表が可能であるが、次のような弊害が

想定されるため事前公表の取りやめ等の対応を行うこと。
事前公表の価格が目安となって適正な競争が行われにくくなる。
建設業者の見積もり努力を損なわせる
談合が一層容易に行われる可能性がある。

○調査基準価格及び最低制限価格は、くじ引きによる落札の増加等の弊害が生じうるため、契約締結後に公表
○予定価格についても、同様の弊害が生じかねないことから契約締結後に公表。なお、地方公共団体は、弊害が生じること
がないよう事前公表の取りやめ等適切に対応。

※下線は「適正化指針」改正（平成２３年８月９日閣議決定）の主な
内容による

（２）これまでの経緯－１ 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

公共工事の入札及び契約の適正化の推進について

（平成２０年３月３１日）総行行第３８号・国総入企第３５号による
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入札・契約適正化の基本原則の明示
①透明性の確保 ②公正な競争の促進 ③適正な施工の確保 ④不正行為の排除の徹底

(1)毎年度の発注見通しの公表
・発注工事名・時期等を公表（見通しが変更された場合も公表）

(2)入札・契約に係る情報の公表
・入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額 等

(3)施工体制の適正化
・丸投げの全面的禁止

・受注者の現場施工体制（技術者の配置・下請の状況等）の報告

・発注者による現場の点検等

(4)不正行為に対する措置
・不正事実（談合等）の公正取引委員会、建設業許可行政庁への通知

全ての発注者に義務付ける事項 各発注者が取り組むべきガイドライン

(1)「適正化指針」 の閣議決定
・国土交通大臣、総務大臣、財務大臣が共同で案を作成

(2)主な内容
①第三者機関によるチェック

②苦情処理の方策

③入札・契約の方法の改善（一般競争・指名競争の適切な実施）

④工事の施工状況の評価

⑤その他
・不良不適格業者の排除
・ダンピングへの対応
・入札・契約のＩＴ化の推進 等

「適正化指針」のフォローアップ
・毎年度、取組み状況を把握し、公表
・特に必要のあるときは改善を要請

発注者は、指針に従い、入札・契約の適正化を推進

職員に対する教育

建設業者に対する指導 等

＜平成13年度の入札・契約から適用＞

国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事
に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達

目的

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（２）これまでの経緯－２
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施策

公共工事の品質確保の関する

基本理念および発注者の

責務の明確化

「価格競争」から
「価格と品質で総合的に
優れた調達」への転換

発注者をサポートする 仕
組みの明確化

・公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的にすぐれた内容の契約がな
されることにより確保されなければなら
ないことを明記
・発注者の責務として発注関係の事務
を適切に実施し、必要な職員の配置に
努めることを規定

・工事の経験等、技術能力に関する
事項を審査
・民間へ技術提案を求めるように努
め、これを適切に審査・評価し、
価格と技術提案の内容を総合的に
評価

・外部支援の活用による発注
者支援

法律の施行後３年を経過した段階（１９年度末）で、施行状況等について検討を加え、所要の措置を講じる

施策 施策

〈法律の目的〉公共工事の品質確保

〈法律の背景〉

品質低下の懸念

厳しい財政状況

ダンピングの増加 発注者の能力差

不良・不適格業者の参入民間技術力の向上

欧米の先行事例 談合

独禁法改正

公共工事の品質確保の促進に関する法律

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（２）これまでの経緯－３
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（１）国の調達
①平成２０年度以降の公共工事において、原則総合評価方式
を実施。

②平成２０年度早期に調査設計業務等においても総合評価方
式を本格導入。

（２）地方公共団体の調達
①品確法遵守が発注者の責務であることの周知徹底した上で、
以下の施策を推進。
・平成２０年度以降、国庫補助事業については、交付決定時
に品確法遵守についての条件を付すことを原則とする。
・毎年度の総合評価方式の実施目標とその達成状況の公表
の促進

②総合評価方式の導入・拡大に向け、地方公共団体向け総合
評価実施マニュアルの改定など、各種支援を実施。

１）国の調達
①政府調達協定対象工事は原則入札ボンドを導入。
②下位等級業者の上位等級工事への参入機会の順次拡大。
③適切に地域要件を設定。
④地域貢献の評価、地元業者を下請とする場合等のインセン
ティブの付与の検討を実施。

⑤専門工事部分の評価を行う総合評価方式を順次導入・拡大。
（２）地方公共団体の調達
①予定価格等の事後公表への移行を促進。予定価格等の事前
公表を行う場合にはその理由の公表を促進。

②適切な地域要件の設定、入札ボンドの導入・拡大を促進。

１．総合評価方式の徹底

２．不良不適格業者の排除、地場産業育成、下請企業へのしわ寄
せ防止

（１）国の調達
①見積もりを活用する積算方式の導入・拡大。
②低入札価格調査基準価格の見直し。
③施工体制確認型総合評価方式・特別重点調査の導入・拡大。
④出来高部分払い方式、施工プロセスを通じた検査を順次導
入・拡大。

⑤設計変更ガイドライン等を作成。
（２）地方公共団体の調達
①予定価格や低入札価格調査基準価格などの適切な見直しの
促進。

②最低制限価格制度の活用や、総合評価方式を実施する際に
おける低入札価格調査と価格による失格基準の併用の促進

３．契約等の片務性の排除、ダンピングの防止

国の調達における取組と同様の取組の実施について、特殊法人等を
指導。

４．特殊法人等の調達

①低入札価格調査の対象となった工事等について問題となる行為が
認められた場合には公正取引委員会により厳正に対処。
②「建設業法令遵守ガイドライン」及び「駆け込みホットライン」 の周知

徹底。

５．不当廉売・不公正取引等に対する監視の強化

①地域ブロックごとに部局横断的な発注者協議会を平成２０年度中に
設置。
②施工段階での受注者からの苦情を関係者間で処理する体制を整備。

６．情報共有のための体制整備

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２８ 日

公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ

公共工事の品質確保に関する当面の対策について（概要）

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（２）これまでの経緯－４
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近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（２）これまでの経緯－５
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○低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

H20.4～H21.3   H20モデル

H23.4～ 新公契連モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

S62.4～H20.3   S62モデル

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（２）これまでの経緯－６



11

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％ 【目標の見直し】

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％ 【目標の見直し】

１．総合評価方式の導入・拡大

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

２．品質確保に関する取組の情報共有・促進等

（３）これまでの取り組みの概要 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）



２．公共工事の品質確保向上に向けた今後の取組み

平成２４年５月１５日
国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）資料

（１） 総合評価方式の導入・拡大と対策について

（２） 低入札対策について

（３） 府県ブロック協議会の取り組み状況について

（４） 業務効率化の推進について

資料－２
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（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について

■ 総合評価方式の実施状況（府県・政令市）【件数ベース】

◇平成２３年度末（平成２４年３月末時点）の近畿各府県における工事発注件数に占める総合評価導入
率は１５％強であり、平成２４年度の実施予定は１８％強である。また、昨年度の協議会目標値（20％以

上）を達成した府県政令市は、１県から３府県に増加した。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

◆全体的に政令市の導入率低迷が課題であり、更なる導入拡大が必要である。

近畿ブロック発注者協議会（第４回）近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

H24.4時点

平成２３年度
総合評価方式

実施件数

平成２３年度
工事発注件数

総合評価
実施率

平成２４年度
総合評価方式

実施件数
(予定)

平成２４年度
工事発注件数

（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ 目標値 達成率 Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 178件 1261件 14.1% 71.0% 180件 1300件 13.8%

滋賀県 70件 923件 7.6% 38.0% 100件 720件 13.9%

京都府 250件 1092件 22.9% 114.0% 250件 1100件 22.7%

大阪府 88件 1398件 6.3% 31.0% 53件 890件 6.0%

兵庫県 110件 2232件 4.9% 25.0% 100件 2200件 4.5%

奈良県 263件 1208件 21.8% 109.0% 409件 1000件 40.9%

和歌山県 627件 2166件 28.9% 145.0% 600件 2000件 30.0%

府県小計 1586件 10280件 15.4% 77.0% 1692件 9210件 18.4%

京都市 39件 529件 7.4% 37.0% 65件 488件 13.3%

大阪市 0件 1451件 0.0% 0.0% 未定 未定

堺市 24件 433件 5.5% 28.0% 27件 312件 8.7%

神戸市 16件 1071件 1.5% 7.0% 50件 860件 5.8%

政令市小計 79件 3484件 2.3% 11.0% 142件 1660件 8.6%

近畿合計 1665件 13764件 12.1% 60.0% 1834件 10870件 16.9%

※ 工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする

※H24年度の予定について大阪市は未定のため大阪市以外の集計としている

地整 都道府県名

近畿

府県別総合評価方式実施状況：発注件数ベース（近畿）

平成２３年度
総合評価導入率

協議会目標に対する達成率

20％以上
（13.8%）

（2.5%）

（10.9%）

※カッコ書きはH22年度

（25.0%）

（17.1%）

（11.5%）

（5.9%）

（19.4%）

（3.6%）

（11.9%）

（0.1%）

（4.4%）

（2.6%）

（7.9%）
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（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について

■ 総合評価方式の実施状況（府県・政令市）【金額ベース】

◇平成２３年度末時点の近畿各府県における工事発注金額ベースに占める総合評価導入率は
約５２％であり、件数ベースと比較し金額ベースでの導入率は約３倍となっている。また平成２４年度
は、昨年度と比較し減少予定となり、更なる導入拡大が必要である。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整

備局）

近畿ブロック発注者協議会（第４回）近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

H24.4時点

平成２３年度
総合評価方式

に係る金額（億円）

平成２３年度
工事発注金額（億円）

総合評価
実施率

平成２４年度
総合評価方式
に係る金額
（億円）予定

平成２４年度
工事発注金額
（億円）予定

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 161 316 51% 162 316 51.3%

滋賀県 113 305 37.2% 150 328 45.7%

京都府 83 339 24.5% 85 340 25.0%

大阪府 508 907 56.0% 464 1111 41.7%

兵庫県 311 888 35.0% 220 880 25.0%

奈良県 214 266 80.4% 378 427 88.5%

和歌山県 558 717 77.9% 560 700 80.0%

府県小計 1,949 3,738 52.1% 2,019 4,102 49.2%

京都市 94 145 64.7% 178 253 70.3%

大阪市 0 998 0.0% 未定 未定

堺市 36 169 21.3% 34 未定

神戸市 53 431.5 12.3% 100 380 26.3%

政令市小計 183 1,743 10.5% 312 633 49.3%

近畿合計 2,132 5,481 38.9% 2,331 4,735 49.2%
※工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする

※H24年度の予定について大阪市・堺市は未定のため、両市を除いた集計としている

地整 都道府県名

近畿

府県別総合評価方式実施状況：発注金額ベース（近畿）

※カッコ書きはH22年度

（42.4%）

（10.4%）

（31.4%）

（70.8%）

（64.1%）

（43.0%）

（42.6%）

（23.6%）

（18.4%）

（39.1%）

（1.7%）

（17.5%）

（16.0%）

（38.2%）
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（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について

■ 総合評価方式の導入状況（市町村）【累計】

◇過年度実施を含む累計導入率（協議会目標値８０％以上）は、７０％（平成２４年３月末）であり、今年度新たに
総合評価方式を行うのは、１自治体のみである。
◇各府県ブロック発注者協議会を活用し、未実施の自治体への助言を行うなど、導入を促す必要がある。

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況 Ｈ２４．４月現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

Ｈ２４．４時点

府 県 内

市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
市 町 村 数

（ Ｂ ）

市町村総合評価

導 入 割 合
（Ｃ＝Ｂ／Ａ）

府 県 内

市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
市 町 村 数

（ Ｂ ）

市町村総合評価

導 入 割 合
（Ｃ＝Ｂ／Ａ）

平成２３年度

協議会
目標導入率

協議会目標に
対する達成率

府 県 内

市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
市 町 村 数

（ Ｂ ）

市町村総合評価

導 入 割 合
（Ｃ＝Ｂ／Ａ）

福 井県 17 14 82% 17 14 82% 103% 17 14 82%
滋 賀県 19 18 95% 19 18 95% 119% 19 18 95%
京 都府 26 8 31% 26 9 35% 44% 26 9 35%
大 阪府 43 15 35% 43 16 37% 46% 43 16 37%
兵 庫県 41 29 71% 41 29 71% 89% 41 29 71%
奈 良県 39 35 90% 39 35 90% 113% 39 36 92%
和歌山県 30 30 100% 30 30 100% 125% 30 30 100%

近畿管内 215 149 69% 215 151 70% 80％以上 88% 215 152 71%

近畿

政令市・市町村における総合評価方式の導入状況

平成２４年度見込み(４月時点)平成２３年度平成２２年度

地整 府県名

平成２３年度実施結果

80％以上
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◇平成２３年度近畿地方の市町村（７府県計：２１５市町村）における総合評価の実施率は平成２３年度末（平成
２４年３月末）で３０％（６４市町村）となっている。また、平成２４年４月での実施見込みは３９％で平成２３年度実績
を上回る予定となっているが、全体的に導入率が下がってきている状況である（協議会目標値５０％）。
◇府県ブロック発注者協議会を活用し、継続に向けての取り組みの強化が必要である。

■ 総合評価方式の導入状況（市町村）【単年度】

近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況 Ｈ２４．４月現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

市町村総合評価
導 入 割 合

市町村総合評価
導 入 割 合

市町村総合評価
導 入 割 合

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合

府 県 内
市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
市 町 村 数
（ Ｂ ）

市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 65% 47% 41% 17 6 35% 17 7 41%
滋 賀 県 73% 42% 53% 19 8 42% 19 6 32%
京 都 府 23% 23% 19% 26 5 19% 26 5 19%
大 阪 府 19% 23% 23% 43 10 23% 43 7 16%
兵 庫 県 44% 46% 37% 41 11 27% 41 14 34%
奈 良 県 77% 74% 59% 39 20 51% 39 32 82%
和歌山県 77% 53% 33% 30 4 13% 30 12 40%

近畿管内 52% 45% 37% 215 64 30% 215 83 39%

平成２４年度見込み(４月時点)平成２３年度

政令市・市町村における総合評価方式の導入状況

近畿

地整 府県名
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入札事務の簡素化として、標準型において技術提案の項目数を３項目から１項目
に減らして、事務量の軽減に取り組んでいる。

自治法に従い総合評価方式の場合は低入札調査基準価格とセットにしたことにより、
事務量が増大している。

１．総合評価落札方式の実施状況等

２．低入札対策についての実施状況等

総合評価方式での予定価格の事後公表を試行。事後公表の対象範囲を段階的に
拡大していく。

事後公表の試行拡大を図っており、低入札は減少しているが、依然として低落札の
傾向にある。

総合評価方式で２億円超の工事において施工体制確認型を導入している。

■ 第４回近畿ブロック発注者協議会（H23.8.29）での報告・意見

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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② 審査会等における職員交流の推進
・ 府県における技術審査会等への国職員の派遣、市町村における技術

審査会等への府県職員の派遣を更に進める。

・ 府県ブロック協議会を開催していただくとともに、講師等に国・府県職

員を派遣する。

・ 公共工事の品質確保向上を目的とした総合評価方式の導入やダンピ

ング契約などについて、国・府県連携による講習会を昨年度に引き続き実
施していく。

・ 昨年度新たに新設した、総合評価方式を主体とした「建設生産システム

（Ｈ２４年度名称変更）」研修について、平成２４年度は２期に分けて受講生の
拡大を図る。また本研修を含め平成２４年度は、管内研修の内、１６コー
ス（８０名）の受け入れを実施する。

① 講習会・研修の開催

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■ 講習会の開催結果 （「総合評価落札方式に関する技術評価」講習会）

■日時：平成23年7月29日（金）１０：００～１７：００

■会場：大阪合同庁舎第一号館 第1別館 ２F大会議室

■主催：近畿ブロック発注者協議会

■プログラム

１．挨拶 （近畿地方整備局大塚企画部長）

２．公共工事の品質確保対策について

（近畿地方整備局 企画部 山本技術調整管理官）

３．総合評価落札方式の概要について

（近畿地方整備局 企画部 大西技術開発調整官）

４．入札契約から検査まで

（近畿地方整備局 企画部 和佐技術管理課長）

５．技術提案書の求め方と評価（河川編）について

（近畿地方整備局 河川部 下野河川工事課長）

６．技術提案書の求め方と評価（道路編）について

（近畿地方整備局 道路部 藤田特定道路事業対策官）

７．和歌山県における取り組み事例紹介

（和歌山県 県土整備部 技術調査課 上山主査）
（当日参加者 １０１名）

総合評価落札方式を導入拡大するために、国・府
県からの支援・要望について（主な意見）

・学識経験者からの意見聴取支援

・特別簡易型、簡易型など小規模工事につ
いての事例集の作成

・事務処理の簡素化

77

24
2

32

21

10

総合評価落札方式の導入・拡大に

対する課題は？

事務的な負担大 導入効果が不明 無回答

技術者不足 技術力不足 その他

総合評価落札方式の導入・拡大に
対する改善策は？

58

30
2

45

15
4

アンケート結果 （一部抜粋）講習会実施内容

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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24
2

32

21

10

58

30
2

45

15
4

事務的な負担大 導入効果が不明 無回答

技術者不足 技術力不足 その他

組織（業務）体制の整備 技術支援体制の確保 無回答

評価項目・評価内容の蓄積 研修・講習会の実施 その他
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平成２４年度は管内研修のうち、１６コース（８０名）について受け入れを実施する予定。

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について

■ 研修の開催予定 （H24年度管内研修への自治体等受入予定）

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成２４年度　機関別・研修コース別希望人数

福

井

県

滋

賀

県

京

都

府

大

阪

府

兵

庫

県

奈

良

県

和

歌

山

県

京

都

市

大

阪

市

神

戸

市

堺

市

大

津

市

東

大

阪

市

茨

木

市

明

石

市

水

資

源

機

構

阪

神

高

速

本

四

高

速

大

阪

広

域

合

計

受

け

入

れ

枠

道 路 管 理 1 1 1 3 5

建 設 生 産 シ ス テ ム
（ 監 督 員 級 ）

1 2 1 4 5

橋 梁 技 術 1 1 1 1 1 1 6 5

防 災 ・ 危 機 管 理 0 5

建 設 生 産 シ ス テ ム
（事務所係長級）（Ⅰ期） 0 5

広 域 ・ 都 市 計 画 1 1 1 1 4 5

環 境 技 術 0 5

災 害 対 応 技 術 1 1 1 3 5

港 湾 空 港 一 般 基 礎 1 1 5

河 川 管 理 1 1 5

河 川 技 術 （ 上 級 ） 1 1 5

ダ ム ・ 砂 防 1 1 5

新 技 術 ・ 情 報 課 施 工 1 1 5

建 設 生 産 シ ス テ ム
（事務所係長級）（Ⅱ期） 0 5

建 設 生 産 シ ス テ ム
（ 主 任 監 督 員 級 ）

1 1 5

構 造 物 設 計 1 1 1 3 5

合 計 0 0 4 0 3 6 0 0 5 3 2 1 1 1 1 0 0 0 2 29 80
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【主な課題・意見】
・分離分割発注により小規模工事の増大
・技術系職員の減少
・目標達成が目的ではない
・低入札の事務量が負担
・自己申告により、技術評価を含む一定の評価基準を満足

した者から価格競争で落札者を決定する、実績申告型の
試行

・重要構造物や施工上配慮が必要な工事を対象としたい

【主な総合評価方式の事務量軽減の方策】
・事後審査型の実施（福井県、和歌山県）
・標準型の評価項目を減らす
・評価方法のガイドライン、過去の事例集を作成(京都府)
・学識経験者の意見聴取が無くなり各土木事務所で構成す

る審査会で実施（京都府）

【主なダンピング対策と低入調査の事務量軽減の方策】
・（最低制限価格を）価格による失格基準として運用
・施工体制確認型の導入（福井県）

【主な課題・意見】
・分離分割発注により小規模工事の増大
・技術系職員の減少
・目標達成が目的ではない
・低入札の事務量が負担
・自己申告により、技術評価を含む一定の評価基準を満足

した者から価格競争で落札者を決定する、実績申告型の
試行

・重要構造物や施工上配慮が必要な工事を対象としたい

【主な総合評価方式の事務量軽減の方策】
・事後審査型の実施（福井県、和歌山県）
・標準型の評価項目を減らす
・評価方法のガイドライン、過去の事例集を作成(京都府)
・学識経験者の意見聴取が無くなり各土木事務所で構成す

る審査会で実施（京都府）

【主なダンピング対策と低入調査の事務量軽減の方策】
・（最低制限価格を）価格による失格基準として運用
・施工体制確認型の導入（福井県）

○公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律
第二章 情報の公表
（地方公共団体による情報の公表）
第七条 地方公共団体の長は、政令
で定めるところにより、毎年度、当
該年度の公共工事の発注の見通しに
関する事項で政令で定めるものを公
表しなければならない。

○公共工事の入札及び契約の適正化
の促進に関する法律施行令

第五条 地方公共団体の長は、毎年
度、四月一日（当該日において当該
年度の予算が成立していない場合に
あっては、予算の成立の日）以後遅
滞なく、当該年度に発注することが
見込まれる公共工事（予定価格が二
百五十万円を超えないと見込まれる
もの及び公共の安全と秩序の維持に
密接に関連する公共工事であって当
該地方公共団体の行為を秘密にする
必要があるものを除く。）に係る次
に掲げるものの見通しに関する事項
を公表しなければならない

※参考：対象工事（250万円以上）根拠■府県対象の意見交換会での意見等

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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◆現在の目標（第１回幹事会で決定 H21.2）
・府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

◆現在の目標（第１回幹事会で決定 H21.2）
・府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要
素をも配慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約に
よって確保されなければならい(品確法)

（１）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

■ 府県の総合評価方式導入率の見直しについて

◆新たな目標設定の考え方
・分離・分割発注により小規模工事が増加する中でこれらの品質確保が求められる。
・H23年度の発注金額に対する総合評価方式の平均導入率が52.1％であり、各府県が目標値を目指す。
・既に目標が達成している自治体においては、品確法の趣旨に則りさらなる拡大を図る。
・政令市においても導入拡大に向けて検討する。

◆新たな目標設定の考え方
・分離・分割発注により小規模工事が増加する中でこれらの品質確保が求められる。
・H23年度の発注金額に対する総合評価方式の平均導入率が52.1％であり、各府県が目標値を目指す。
・既に目標が達成している自治体においては、品確法の趣旨に則りさらなる拡大を図る。
・政令市においても導入拡大に向けて検討する。

府県の総合評価方式導入率
・工事発注件数に対する導入率：２０％以上

かつ
・工事発注金額に対する導入率：５０％以上

府県の総合評価方式導入率
・工事発注件数に対する導入率：２０％以上

かつ
・工事発注金額に対する導入率：５０％以上

新たな目標（平成２４年度以降）

件数ベース 金額ベース

H22年度（実績） 13.8% 42.4%

H23年度（実績） 15.4% 52.1%

H24年度（予定） 18.4% 49.2%

府県平均

○市町村において総合評価方式の導入・拡大が進まない要因を分析するため、市町村を対象としたアンケート調査を
行い次回協議会に向けて要因と対策のとりまとめを行う。
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○低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

H20.4～H21.3   H20モデル

H23.4～ 新公契連モデル

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

S62.4～H20.3   S62モデル

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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○近畿地方整備局における発注件数に占める低入札の状況（H18年度～H23年度） （※港湾空港部除く）

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

6.9億円以上（平成21年度以前は7.2億円以上）

3.0億円以上7.2億円未満

2.0億円以上3.0億円未満

1.0億円以上2.0億円未満

1.0億円未満

全体

「施工体制確認型総合評価落札方式」の採用により、平成１９年度以降、全体件数に占める低入札の割合は減少し、その後ほぼ横ばいであるが、施工体
制確認型が適用されない１億円未満では、増加傾向であった。平成２１年度から施工体制確認型の適用を予定価格６千万円以上の全工事に引き下げたが、
適用外である６千万円未満においては２２％～２５％（平成２１～２２年度）と依然高い状況となっていた。

平成２３年１１月以降、予定価格１千万円以上の全工事を対象に引き下げた結果、全体の低入札の割合はやや減少傾向となった。

全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数

　７．２億円以上（平成２２年度以降は６．９億円以上） 15 54% 28 1 3% 39 3 4% 73 0 0% 30 1 5% 19 0 0% 38

　３．０億円以上 ７．２億円未満 12 46% 26 3 5% 55 0 0% 61 0 0% 41 0 0% 40 0 0% 38

　２．０億円以上 ３．０億円未満 28 20% 139 0 0% 155 7 4% 169 1 1% 141 0 0% 135 0 0% 183

　１．０億円以上 ２．０億円未満 45 21% 215 5 2% 228 3 1% 282 4 1% 291 1 1% 205 2 1% 264

　１．０億円未満 157 18% 891 90 12% 774 116 15% 751 120 17% 721 114 18% 625 90 17% 538

 （０．６億円未満                    ） (114) (22%) (527) (110) (25%) (444) (88) (24%) (371)

257 20% 1,299 99 8% 1,251 129 10% 1,336 125 10% 1,224 116 11% 1,024 92 9% 1,061

平成２３年度

低入件数(％)

平成２２年度

低入件数(％)低入件数(％) 低入件数(％)

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

計

予定価格
低入件数(％) 低入件数(％)

施工体制確認型
（1億円以上）

施工体制確認型
（６千万円以上）

H23.11より

１千万円以上
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（２）低入札対策について

（２）適正な施工体制を確保するためのダン
ピングの防止に関すること
いわゆるダンピング受注は、建設業の健全

な発達を阻害するとともに、特に、工事の手
抜き、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、
安全対策の不徹底等につながりやすいこと
から、各省各庁の長等においては、低入札
価格調査制度及び最低制限価格制度を適
切に活用し、ダンピング受注の排除を図るも
のとする・・・
低入札価格調査制度は、・・・適宜、調査

基準価格を見直すとともに、・・・一定の価格
を下回る入札を失格とする価格による失格
基準を積極的に導入・活用するとともに、そ
の価格水準を低入札価格調査の基準価格
に近づけ、これによって適正な施工への懸
念がある建設業者を適切に排除することな
どにより、制度の実効を確保するものとする。

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための
措置に関する指針（平成23年8月9日閣議決定）

《抜粋》

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

26.3%
21.4% 23.5% 24.2%

39.3%

50.0%

66.4% 67.8%13.2%
19.0%

21.0%

9.7%

7.1%

5.4%

4.0% 4.2%

34.2% 31.0%

37.0%

43.5%

46.4%

37.5%

26.4% 25.4%
26.3% 28.6%

18.5%
22.6%

7.1% 7.1%
3.2% 2.7%
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～
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1
0
0
%

比
率

落札率

下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

平均点未満の工事

下請企業が赤字の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

38件 264件125件56件28件62件81件42件

工事成績評定点が平均点未満

平均点未満かつ下請企業が赤字の工事

平均点未満かつ下請け企業が黒字の工事

平均点以上かつ下請企業が赤字の工事

平均点以上かつ下請け企業が黒字の工事

○ 落札率が低くなると、工事成績評定点が平均点未満となる工
事の割合が増加傾向。
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■ 低入札対策の実施状況（府県）

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

福井県 ５億円以上の工事 ２億円超の工事 新公契連モデル ２億円未満の工事 新公契連モデル 事後 事後 事後

滋賀県 ＷＴＯ対象工事
総合評価方式を採用

する工事

新公契連モデル
（H24.5.1以降入札公

告から適用）

・総合評価を採用しな
い工事（価格競争によ
る工事）

新公契連モデル
(H24.5.1以降入札公
告から適用)

事後 非公表 非公表

京都府 今後検討 １億円以上
新公契連モデル

（H23.4）
１億円未満

調査基準価格を参考
に設定

事前 事後 事後

大阪府 今後検討

土木一式
　3.5億円以上

建築一式
 　6億円以上

新公契連モデル
低入札調査制度を適
用しない案件

調査基準価格算定式
と同様

事後（試行）
※「土木一式工事 Ｄ等
級」「建築一式工事 Ｃ
等級、Ｄ等級」「電気工
事 Ｃ等級、Ｄ等級」「管
工事 Ｃ等級、Ｄ等級」を

除く（今後拡大）

事後 事後

兵庫県 ＷＴＯ対象工事
５億円以上の

建設工事
新公契連モデル ５億円未満の工事 調査基準価格と同様 事後 事後 事後

奈良県
７億円以上の建設工

事
５千万円以上の
建設工事全て

新公契連モデル
５千万円未満の建設
工事全て

新公契連モデル 事前 事前 事前

和歌山
県

WTO対象工事
原則として

１億円以上の工事
新公契連モデル １億円未満の工事

（直接工事費×1.0＋
共通仮設費×0.9＋現
場管理費×0.8＋一般
管理費×0.3）×1.05

事後
【１億円未満事

前】
事後 事後

予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

府県市
町

各機関
名

最低制限価格

最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
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■ 低入札対策の実施状況（政令市）

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

京都市
４億円以上の工事で
試行

５千万円を超える工事 新公契連モデル ５千万円以下の工事 新公契連モデル 事前 事前 事前

大阪市 検討中 19.4億円以上の工事
旧公契連モデル
（Ｈ２１．４モデル）

19.4億円未満の工事 調査基準価格と同じ 事後 事後 事後

堺市 今後検討 ６千万円以上の工事 新公契連モデル
２５０万円超６千万円
未満の工事

新公契連モデル
事前

（総合評価落札方式
対象案件は事後）

事後 事後

神戸市 導入の予定なし

総合評価を適用する
案件
予定価格５億円以上
の工事（総合評価を適
用する案件以外）

新公契連モデル
予定価格５億円未満
の工事（総合評価を適
用する案件以外）

新公契連モデル
事前

（ＷＴＯ案件及び一部
総合評価案件を除く）

事後 事後

府県市
町

各機関
名

最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ①

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

国土交通省
近畿運輸局

未定 予定価格1，000万円以上 通達による － － 原則事後 非公開 －

国土交通省
大阪航空局

予定価格3.0億円を超える土
木工事及び建築工事、予定価
格6.9億円を超える専門工事
（施設等の機能保持又は原状
回復のための維持工事を除

く。）

１千万円以上の工事 新公契連モデル － － 事後 事後 －

海上保安庁
第五管区海上保安本部

今後検討予定 １千万円以上の工事 新公契連モデル － － 事後 事後 －

海上保安庁
第八管区海上保安本部

今後検討 １千万円以上の工事 新公契連モデル － － 事後 事後 －

農林水産省
近畿農政局

2億円以上の工事で導入 １千万円以上の工事 新公契連モデル － － 事後 事後 －

林野庁
近畿中国森林管理局

今後検討 １千万円以上の工事

（直接工事費×０．９５＋共
通仮設費×0.7＋現場管理
費×0.7＋一般管理費×

0.3）×1.05

－ － 事後 事後 －

防衛省
近畿中部防衛局

・一式工事５億円以上
・その他工事３億円以上

予定価格1,000万円以上 本省通達による － － 事後 事後 －

府県市町
各機関名

最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ②

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

警察庁
近畿管区警察局

未定 1000万円以上の工事 通達による － － 事後 事後 －

財務省
近畿財務局

未定 1000万円以上の工事
財務省通達による

（平成23年4月中央公
契連モデル）

－ － 事後 事後 なし

財務省
大阪国税局

なし なし なし － － なし なし なし

経済産業省
近畿経済産業局

・実績なし
・未定

・実績なし
・未定

     -
・実績なし

・未定
     - ・非公表      -      -

環境省
近畿地方環境事務所

無し 1000万円以上の工事 通達による － － 事後 事後 －

最高裁判所
大阪高等裁判所

導入済み 1000万円以上の工事 新公契連モデル － － 事後 事後 －

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ③

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

福井市 導入予定なし
低入札調査制度は実

施していない
－

予定価格130万円を超
える工事

建築一式工事：設計金額
の８２～８５％の間でコン
ピュータによるランダム設
定

建築一式以外の工事：設
計金額の８０～８３％の間
でコンピュータによるランダ
ム設定

事後公表 － 事後公表

池田町

現在、実施していな
い。

今後、導入見通し無
し。

実施していない － 実施していない － 公表していない

湖南市 － － －
予定価格１３０万円以

上
新公契連モデル 事前 － 事後

愛荘町 今後検討 － －
全件

（予定価格１３０万円
以上の入札案件）

非公表 事前事後の併用 - 非公表

長岡京市 導入予定なし
一般競争入札で案件によ

り適用の可否を判断

予定価格の３分の２又
は工事の内容により
予定価格の１０分の
８．５までを上限として

設定

予定価格５００万円以
上

・入札参加者が６者以上の
場合：有効な入札を行った
者の入札額の最高額と最
低額を除いた者の平均を
求め、その額に０．８５を乗
じ１，０００円未満の端数が
あるときは、その端数を切
り捨てる
・入札参加者が５者以内の
場合：有効な入札を行った
者の平均を求め、その額
に０．８５を乗じ１，０００円
未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる

事前 事前 事後

井手町 未定
設計金額

５，０００万円以上
予定価格の６０％ 工事 事前 事前 事後

調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ④

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

泉南市 導入予定なし × ×
設計金額130万円以

上
非公表 事後 × 事前

能勢町 導入予定なし
導入実績及び

予定なし
- ５千万円以上の工事 Ｈ20公契連モデル 事前 - 事前

多可町 今後検討 一億以上の工事 一億以上の工事 一億円以下の工事

旧公契連（H21）モデ
ル

（直接工事費×0.95＋
共通仮設費×0.9＋現
場管理費×0.7＋一般
管理費×0.3）×1.05

事後 事後 事後

橿原市 今後検討 導入していません 導入していません １３０万円以上

最低制限基準金額＝
直接工事費の9.5/10+
共通仮設費の9/10+
現場管理費の8/10＋

一般管理費3/10

事前 導入していません 事後

斑鳩町 未導入 すべての工事 新公契連モデル 対象なし 事前 事前 事後

岩出市 導入予定なし 制度未導入 制度未導入 原則、全ての工事 非公表 事前 制度未導入 事後

有田川町 今後検討 なし なし すべての工事

公契連モデル
［（直接工事費×0.95）＋

（共通仮設費×0.90）＋（現
場管理費×0.70）＋（一般
管理費×0.30）］×1.05

事前 事後 事前

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村）⑤

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

西日本高速道路株式会社
関西支社

未導入（予定なし）
予定価格250万円以

上

新公契連モデル
※低入札基準価格

（弊社名称）

250万円以上の土木
工事系工種（土木。舗
装・橋梁等　15工種）
のうち下記のもの

・予定価格が４億円未
満の土木工事のうち
新設工事及び改築工

事
・上記を除く予定価格
が２億円未満の工事

直接工事費＋共通仮
設費

※上限：予定価格の
85％　　下限：予定価

格の75％

事後 事後 事後

本州四国連絡高速道路
株式会社

現在,導入予定なし 1000万円以上の工事
新公契連モデル
（H23.08改定）

未導入 － 事後 事後 －

阪神高速道路株式会社 検討中
予定価格（契約制限
価格）1,000万円超

新公契連モデル × × 事後 事後 ×

関西国際空港株式会社 ・今後検討
・３千万円以上で、競

争に付する工事

・調査基準額は、契約
制限価格の１０分の

７．５～３分の２
・契約制限価格の算
出基礎額＝（直接工
事費＋共通仮設費＋
現場管理費相当額×

0.2）×1.05

・設定なし ・設定なし
・事後（随意契約の場

合を除く。）
・調査の有無のみ ・設定なし

独立行政法人
 空港周辺整備機構

 大阪国際空港事業本部

他発注者の動向を踏ま
えて検討

予定価格1千万円以
上

新公契連モデル 導入していない 導入していない 事後 事後 導入していない

独立行政法人
 京都国立博物館

該当なし
（導入予定なし）

該当なし 該当なし 非公表 非公表 非公表

調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ⑥

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

独立行政法人
国立文化財機構
 奈良国立博物館

導入済み
予定価格が１千万円

以上
新公契連モデル 未導入 事後 事後 事後

独立行政法人
 京都国立近代美術館

今後検討
予定価格が1千万円を

超える

予定価格算出の基礎
となった直接工事費
から直接仮設工事費
相当額を控除した額

予定価格が2億円を超え
る工事

文教施設部の基準に準
拠する

事後
事後

（総合評価落札方式
でない場合は非公表）

事後
（総合評価落札方式
でない場合は非公表）

独立行政法人
 国立国際美術館

今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討

独立行政法人
 国立文化財機構

 奈良文化財研究所
今後検討

予定価格1,000万円以
上

新公契連モデル 無 無 事後 事後 無

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備

支援機構
鉄道建設本部　大阪支社

・導入するかどうか不
明。

・予定価格250万円を
超える工事

新公契連モデル - - 事後 事後 -

独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備

支援機構
国鉄清算事業　西日本支社

なし
予定価格が２５０万を

超える工事
新公契連モデル なし なし 事後 事後 なし

府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格 調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格
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■ 低入札対策の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ⑦

（２）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

平成24年4月時点

独立行政法人
都市再生機構　西日本支社

－
予定価格1千万円以

上
新公契連モデル － － 事後 事後 －

独立行政法人
日本原子力研究開発機構
関西光科学研究所

・今後検討 1千万円以上の工事 新公契連モデル なし なし 事後 事後 対象外

独立行政法人
 日本原子力研究開発機構
敦賀本部

今後検討
予定価格1千万円以

上
非公表 － － 事後 事後 －

独立行政法人
 日本万国博覧会記念機構

今後検討 １，０００万円以上 新公契連モデル なし なし 事後 事後 なし

独立行政法人
 水資源機構　関西支社

予定価格が2億円以
上で本社契約となる工

事

予定価格1,000万円以
上

新公契連モデル 未導入 非公表 事後 事後 未導入

日本下水道事業団　近畿・中国
総合事務所

導入予定なし 予定価格1千万円超

・（土木）：直接工事費×0.95+
共通仮設費×0.9+現場管理
費×0.8+一般管理費×0.3
・（建築）：（直接工事費-現場
管理費相当額）×0.95+共通
仮設費×0.9+ （現場管理費+
現場管理費相当額）×0.8+一
般管理費×0.3
　　　　　　　※　現場管理費
相当額＝直接工事費×0.1
・（機械・電気）：機器費×0.9+
直接工事費×0.95+共通仮設
費×0.9+ （現場管理費+据付
間接費+設計技術費）×0.8+
一般管理費等×0.3

導入していない - 原則事後 事後 -

調査基準価格

低入札調査

対象工事 調査基準価格算定式

最低制限価格府県市町
各機関名 最低制限価格

予定価格等の公表低入札対策

入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

対象工事 算定式
予定価格
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（３）府県ブロック協議会の取り組み状況 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

府県ブロックの取組状況（Ｈ２３年度） 目標（Ｈ２３年度） 課題 今後の予定

福井県

平成２３年１１月１７日（木）
「福井県公共工事品質確保推進協議会」開催
入札談合防止について
　　　　　　　（公正取引委員会講師）
建設産業の現状と最近の取組みについて
　　　　　　　（近畿地方整備局建設産業課講師）
県の入札制度改正概要の説明や情報交換

・市町の総合評価落札方式
　導入拡大

・社会保険未加入
・市町の総合評価落札方式
　導入拡大

平成２４年度　２回開催予定

滋賀県
滋賀県公共工事契約業務連絡協議会の開催
H23.7.22（入札契約制度の改善）

一般競争入札の導入・拡大、
総合評価方式の積極的な導入・拡充（３件以
上）

依然として、総合評価方式の未導入市町があ
る。
導入している市町でも３件以下と少ない。

引き続き、本協議会を中心に、契約制度の改
善を図っていく。

京都府
京都府公共工事発注者協議会２回開催
（H23.9.13及びH24.2.2）

２回開催 ・入札契約制度や建設行政に係る現状・動向 平成２４年度においても、２回程度開催予定

大阪府 ブロック協議会等の定例的な取り組みは、実施していません。

兵庫県
兵庫県公共工事契約業務連絡協議会において、総合評価落札
方式の拡充に向けた取り組みを依頼

－ －
兵庫県公共工事契約業務連絡協議会におい
て、総合評価落札方式の拡充に向けた取り組
みを依頼

奈良県

　10月21日に奈良県発注者協議会を開催し、公共工事の品質
確保の促進に関する情報共有・総合評価方式の導入目標を設
定。

【協議会の要旨】
　・近畿ブロック発注者協議会（H23.8.29）の
　　資料を活用した情報提供
　・総合評価落札方式の導入意義
　・市町村における総合評価の導入状況
　　（H22年度）と、導入目標の設定（H23）
　・奈良県の取組みについて

・市町村の総合評価方式導入
①目標導入率（累計）：９０％
②目標導入率（単年度）：８０％
・総合評価方式での工事発注件数の拡大
・特別簡易型から簡易型（標準型）への移行

　公共投資が減少し、市町村では技術系職員
が不足しており、さらなる奈良県の技術支援
（指導）が必要。

今年度も１０月頃に奈良県発注者協議会を開
催する予定。

【協議会の要旨（予定）】
平成２３年度の内容に加え、業務における総合
評価方式の導入を促し、社会保険未加入問題
への対応を検討する。

和歌山県

○和歌山県公共工事契約業務連絡協議会を活用し、7月に開
催。
○「公共工事の品質確保について（総合評価方式の取り組み状
況と活用）」をテーマに説明。
１　各発注者間相互の連携強化
２　総合評価実施状況と今年度の予定
３　市町村における総合評価の進め方（落札者決定基準例の提
示、県設置の第三者機関の活用等）
４　県における取り組み（総合評価の主な改訂内容等）
○「総合評価方式の取り組み状況について」市町村の事例を発
表。

・発注機関相互の情報交換・情報共有による
連携強化
・品質確保の促進

・総合評価導入率（市町村）の、単年度目標
（50%以上）の達成に向け、市町村への指導を
行っていくことが必要。また、今後も、継続的に
ブロック会議を実施していくことが必要。
※累計目標導入率（80%以上）は達成済み。

・平成２４年度においても、和歌山県ブロック協
議会（和歌山県公共工事契約業務連絡協議会
を活用）を開催し、市町村との情報共有・連携
強化を図る。

■ 平成23年度の府県ブロック協議会取り組み状況について
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近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（４） 業務効率化の推進について

■ 業務効率化実施状況（府県政令市）

分 類 機 関 名 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率

府県 福井県 0 1261 0.00% 4 1261 0.32% 0 1261 0.00% 0 1261 0.00%

府県 滋賀県 232 379 61.21% 5 379 1.32% 0 379 0.00% 0 379 0.00%

府県 京都府 0 1092 0.00% 0 1092 0.00% 1092 1,092 100.00% 0 1092 0.00%

府県 大阪府 42 1503 2.79% 15 1503 1.00% 0 1,503 0.00% 1 1503 0.07%

府県 兵庫県 328 2232 14.70% 5 2232 0.22% 2,232 0.00% - - -

府県 奈良県 0 1554 0.00% 8 1554 0.51% 1554 1554 100.00% 0 1554 0.00%

府県 和歌山県 0 2166 0.00% 43 2166 1.99% 2166 2166 100.00% 2166 2166 100.00%

政令市 京都市 0 529 0.00% 0 529 0.00% 288 529 54.44% 0 529 0.00%

政令市 大阪市 0 1451 0.00% 0 1451 0.00% 0 1,451 0.00% 0 1451 0.00%

政令市 堺市 0 433 0.00% 0 433 0.00% 0 433 0.00% 0 433 0.00%

政令市 神戸市 0 1071 0.00% 0 1071 0.00% 0 1,071 0.00% 0 1071 0.00%

「設計変更審査会」
の実施

「情報共有システム
（ＡＳＰ）」の使用

［サーバー方式も含む］
「三者会議」の実施

「ワンデーレスポンス」
の実施

全工事で取り組んでいる。
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近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（４） 業務効率化の推進について

■ 業務効率化実施状況（国）

分 類 機 関 名 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率

国
国土交通省　近畿地方整備局
（港湾空港部除く）

161 881 18.27% 184 881 20.89% 796 881 90.35% 69 881 7.83%

国 国土交通省　近畿運輸局 0 6 0.00% 0 6 0.00% 0 6 0.00% 0 6 0.00%

国 国土交通省　大阪航空局 0 53 0.00% 0 53 0.00% 0 53 0.00% 0 53 0.00%

国 海上保安庁　第五管区海上保安本部 0 43 0.00% 0 43 0.00% 0 43 0.00% 0 43 0.00%

国 海上保安庁　第八管区海上保安本部 0 21 0.00% 0 21 0.00% 0 21 0.00% 0 21 0.00%

国 農林水産省　近畿農政局 0 77 0.00% 4 77 5.19% 77 77 100.00% 0 77 0.00%

国 林野庁　近畿中国森林管理局 0 47 0.00% 0 47 0.00% 0 47 0.00% 0 47 0.00%

国 防衛省　近畿中部防衛局 0 76 0.00% 52 76 68.42% 76 76 100.00% 0 76 0.00%

国 警察庁　近畿管区警察局 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00%

国 財務省　近畿財務局 0 31 0.00% 0 31 0.00% 0 31 0.00% 0 31 0.00%

国 財務省　大阪国税局 0 40 0.00% 0 40 0.00% 0 40 0.00% 0 40 0.00%

国 経済産業省　近畿経済産業局 0 - 0 - 0 - 0 -

国 環境省　近畿地方環境事務所 0 4 0.00% 0 4 0.00% 0 4 0.00% 0 4 0.00%

国 最高裁判所　大阪高等裁判所 0 11 0.00% 0 11 0.00% 0 11 0.00% 0 11 0.00%

「設計変更審査会」
の実施

「情報共有システム
（ＡＳＰ）」の使用

［サーバー方式も含む］
「三者会議」の実施

「ワンデーレスポンス」
の実施

※平成23年2月29日時点
全工事で取り組んでいる請負金額１億円以上 49.3% 93.4% 全工事で取り組んでいる 23.4%
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近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（４） 業務効率化の推進について

■ 業務効率化実施状況（関係機関）

分 類 機 関 名 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率

特殊
法人

西日本高速道路株式会社　関西支社 80 150 53.33% 6 150 4.00% 0 150 0.00% 0 150 0.00%

特殊
法人

本州四国連絡高速道路株式会社 10 79 12.66% 0 79 0.00% 0 79 0.00% 0 79 0.00%

特殊
法人

阪神高速道路株式会社 0 74 0.00% 0 74 0.00% 3 74 4.05% 0 74 0.00%

特殊
法人

関西国際空港株式会社 0 40 0.00% 0 40 0.00% 0 40 0.00% 0 40 0.00%

特殊
法人

独立行政法人空港周辺整備機構
大阪国際空港事業本部

0 2 0.00% 0 2 0.00% 2 2 100.00% 0 2 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 京都国立博物館 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00%

特殊
法人

独立行政法人国立文化財機構 奈良国立博物館 0 - 0 - 0 - 0 -

特殊
法人

独立行政法人 京都国立近代美術館 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 1 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 国立国際美術館 0 - 0 - 0 - 0 -

特殊
法人

独立行政法人 国立文化財機構奈良文化財研究所 0 - 0 - 0 - 0 -

特殊
法人

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設本部　大阪支社

0 14 0.00% 0 14 0.00% 0 14 0.00% 0 14 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
国鉄清算事業　西日本支社

0 12 0.00% 0 12 0.00% 0 12 0.00% 0 12 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 都市再生機構　西日本支社 0 237 0.00% 0 237 0.00% 0 237 0.00% 0 237 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
関西光科学研究所

0 - 0 - 0 - 0 -

特殊
法人

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
敦賀本部

0 11 0.00% 0 11 0.00% 0 11 0.00% 0 11 0.00%

特殊
法人

独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 0 - 0 - 0 - 0 -

特殊
法人

独立行政法人 水資源機構　関西支社 0 113 0.00% 0 113 0.00% 0 113 0.00% 0 113 0.00%

地方共
同法人

日本下水道事業団　近畿・中国総合事務所 0 485 0.00% 3 485 0.62% 0 485 0.00% 24 485 4.95%

「設計変更審査会」
の実施

「情報共有システム
（ＡＳＰ）」の使用

［サーバー方式も含む］
「三者会議」の実施

「ワンデーレスポンス」
の実施
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近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）（４） 業務効率化の推進について

■ 業務効率化実施状況（市町）

分 類 機 関 名 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率 実施件数 全工事件数 実施率

地方公
共団体

福井市 0 503 0.00% 0 503 0.00% 0 503 0.00% 0 503 0.00%

地方公
共団体

池田町 0 63 0.00% 0 63 0.00% 0 63 0.00% 0 63 0.00%

地方公
共団体

湖南市 0 75 0.00% 0 75 0.00% 0 75 0.00% 0 75 0.00%

地方公
共団体

愛荘町 0 27 0.00% 0 27 0.00% 0 27 0.00% 0 27 0.00%

地方公
共団体

長岡京市 0 71 0.00% 0 71 0.00% 0 71 0.00% 0 71 0.00%

地方公
共団体

井手町 0 33 0.00% 0 33 0.00% 0 33 0.00% 0 33 0.00%

地方公
共団体

泉南市 0 37 0.00% 0 37 0.00% 0 37 0.00% 0 37 0.00%

地方公
共団体

能勢町 0 14 0.00% 0 14 0.00% 0 14 0.00% 0 14 0.00%

地方公
共団体

多可町 0 114 0.00% 0 114 0.00% 114 114 100.00% 114 114 100.00%

地方公
共団体

橿原市 0 - 0 - 0 - 0 -

地方公
共団体

斑鳩町 0 36 0.00% 0 36 0.00% 0 36 0.00% 0 36 0.00%

地方公
共団体

岩出市 0 161 0.00% 0 161 0.00% 0 161 0.00% 0 161 0.00%

地方公
共団体

有田川町 0 224 0.00% 0 224 0.00% 0 224 0.00% 0 224 0.00%

「設計変更審査会」
の実施

「情報共有システム
（ＡＳＰ）」の使用

［サーバー方式も含む］
「三者会議」の実施

「ワンデーレスポンス」
の実施
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（４） 業務効率化の推進について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

建設生産システム効率化に向けた取り組みの報告
～受発注者パートナーシップ向上2012～

近畿地方整備局では、過去に実施した工事・業務について受注者に対するアンケート等を実施
し、その結果を踏まえて、入札契約制度や工事の円滑化などの建設生産システムにおける改善
すべき主な課題や取組みの方向性、進め方を「受発注者パートナーシップ向上2012」としてとりま

とめました。
この「受発注者パートナーシップ向上2012」では、詳細設計から工事発注段階までの「工事発注

適正化発注者心得八箇条」、工事施工段階における「工事円滑化発注者心得十箇条」、発注者の
資質・技術力向上に向けた「現場技術力向上発注者心得八箇条」の全２６箇条からなる発注者心
得を新たに制定し関係する職員や受注者への周知の徹底を図るとともに、入札・契約制度のさら
なる透明性の向上と事務の簡素化を図るための改善策や設計便覧の改訂等による設計品質の
向上策等をとりまとめています。

また、こうした取組みをＰＤＣＡサイクルによって、さらに効果を高めていくために、毎年度受注者
へのアンケートを行い、取組み内容の改善に反映させることとしています。
《受発注者パートナーシップ向上2012の概要》
① 「受発注者パートナーシップ向上2012」の周知徹底（関係団体へも通知）

毎年度、工事成績・業務成績通知後に受注者アンケートの実施とその内容の公表、アンケート結
果に基づく対応方策の見直し（ＰＤＣＡサイクル）。

＜参考資料４を参照＞
③ 平成２３年度設計便覧改訂において、受注者側（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）の意見を踏まえたチェックシート
の見直しと、受発注者双方が活用する「利用の手引き」の策定、基準等が改訂された時の速やか
な改訂方策の実現。
④ 入札・契約手続きのさらなる簡素化・合理化。
⑤ 入札・契約手続きにおける技術提案者への対応マニュアルの作成。
⑥ 入札・契約手続きに関する問い合わせ窓口の明確化
⑦ ＡＳＰ導入に関するＦＡＱの作成（平成２３年度に第１版作成）と問い合わせ窓口の明確化。
⑧ 発注者側の資質向上を図るため、研修において接遇内容を取り入れたコンプライアンス講義
の実施。

■ 近畿地方整備局での業務効率化の取り組み
～ 受発注者パートナーシップ向上２０１２

～
現場技術力向上発注者心得八箇条

第１条：受発注者は契約に基づき、ライフサ
イクルコストが安く、質の高いインフラを整
備するパートナーであり、互いの技術力を
切磋琢磨することによって、その目的が達
成されることを十分に認識すること。
第２条：監督員は、工事の受注者と対等な
立場であることをわきまえて、決して威圧的
な態度を取ることなく、コミュニケーションを
図り、円滑な工事の推進に努めること。
第３条：主任監督員は、重要な打ち合わせ
に必ず出席するとともに、監督員等に対し、
「現場を見る力」及び工事の受注者への適
切な接し方について指導すること。
第４条：監督員・主任監督員・主任調査員
は、現場で困難な課題が発生した場合は、
経験豊富な事務所長・副所長、専門分野に
詳しい「技術継承人」「スペシャリスト会議」
等に相談するなど、組織として問題を解決
すること。
第５条：事務所長、副所長、所属長は、設
計段階・工事中等の日常業務において、職
員の「現場技術力」（現場を見る力・考える
力・説明する力）を向上させる機会や知見
を高める研修、研究発表会等に参加できる
機会を増やすよう努めること。

～ 受発注者パートナーシップ向上
2012 ～

工事発注適正化発注者心得八箇条
第１条：主任調査員は、詳細設計業務
の発注にあたり、設計条件を明確に示
すとともに、積算基準書に基づき適切な
履行期限を設定し、業務履行中に業務
内容の追加が発生した場合は適切に工
期延期を行うこと。
第２条：主任調査員は、詳細設計業務
の重要な打合せ（設計条件等）に必ず
出席すること。
第３条：主任調査員は、受注者と合同現
地調査を実施し、詳細設計業務の業務
報告書には工事発注時における必要な
条件明示等の留意事項を明記するよう
受注者を指導すること。
第４条：主任調査員は、詳細設計業務
の業務スケジュール管理表において照
査期間を明記し、確実に実施できるよう
に工程管理を行うこと。
第５条：主任調査員は、成果品納入時
に受注者が設計点検チェックシートを用
いた照査を実施しているかを確認する
こと。

～ 受発注者パートナーシップ向上2012 ～

工事円滑化発注者心得十箇条
第１条：河川及び道路管理者等への法令協議は、
発注者（協議担当者）が行い、その状況は受注
者にも情報提供すること。
第２条：事務所長は、ワンデーレスポンス、工事
施工調整会議（三者会議）、設計変更審査会の
実施状況を点検し、受発注者間の意思疎通、情
報共有を図ること。
第３条：発注担当課は、原則として工事施工調整
会議（三者会議）、設計変更審査会を開催し、副
所長又は工事品質管理官が必ず会議に出席す
ること。
第４条：発注担当課は各種ガイドラインの内容を
理解し、設計変更審査会、工事施工調整会議
（三者会議）においてガイドラインを見せながら
受注者に対して説明を行うこと。
第５条：発注担当課は、工事中止の必要がある
場合は、速やかに受注者に一時中止の通知を
するとともに、再開に向けた協議等の進捗状況
を受注者に情報提供すること。

・
・
・
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３．近畿地方整備局における
新たな総合評価方式の実施状況について

平成２４年５月１５日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）資料
資料－３
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近畿地方整備局における新たな総合評価方式の実施状況について

（２）ダンピング対策等

（３）品質向上に向けた取り組み

（４）地域企業の適切な活用

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価

（６）民間技術力の活用、発注者及び競争参加者双方の事務量軽減

（８）工事成績評定に係る加算点の見直し

（９）地域防災力の向上に向けた取り組み

（１）総合評価落札方式について

（７）若手技術者の育成に向けた評価内容の見直し
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（１）総合評価落札方式について

建
設
業
許
可
取
得

建
設
業
許
可
取
得

企
業
の
格
付
け
（有
資
格
者
名
簿
）

企
業
の
格
付
け
（有
資
格
者
名
簿
）

公

告

公

告

入
札
参
加
資
格
確
認

入
札
参
加
資
格
確
認

入

札

入

札

契

約

契

約

監

督

監

督

検

査

検

査

工
事
成
績
評
定

工
事
成
績
評
定

資格審査 入札・契約 施工

総合評価
価格と

技術提案

価格競争
価格のみ

（工事ごと）

工期、機能、安全性などの価格以外の要素と価格とを
総合的に評価して落札者を決定する方式

評価値
技術評価点

入札価格

技術評価項目

技術提案

工事の施工能力等

地域精通度・地域貢献度等

＝

入札価格

技
術
評
価
点

予定
価格

評価値

落札者

標準点
(100点)

150点（110～200点）

加算点

入札価格

技
術
評
価
点

予定
価格

評価値

落札者

標準点
(100点)

150点（110～200点）

加算点

◆総合評価落札方式の評価方法 技術提案者（入札参加者）の中から評価
値が最大の者を契約の相手方として決定

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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５．８億円

■総合評価落札方式のタイプ（近畿）

１．簡易型

２．標準型

３．高度技術提案型

• 技術的な工夫の余地が小さい工事を対象

• 発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を求める場合に適用

• 技術的な工夫の余地が大きい工事を対象

• 発注者が示す標準案に対し、特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求め、発注者が標準案

に基づき算定した工事価格を予定価格

• 技術的な工夫の余地が大きい工事を対象

• 特定の課題について構造上の工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求め、工事

の品質をより高めることを期待する場合に適用

• 技術提案に基づき予定価格を作成

☆標準案に基づく総合評価方式のタイプ選定＜近畿運用＞

５．８億円

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価落札方式の普及・拡大の状況（全国）

注１）８地方整備局における実施件数 注２）適用率は随意契約を除く全発注工事件数に対する総合評価方式実施件数の割合

年度別・タイプ別の実施状況（件数）

・平成２２年度の適用率は件数ベースで９９．２％となり、ほぼ１００％の適用状況

・タイプ別では、最も多いのは簡易型の５，９５４件（全体に占める割合６６．８％）最も少ないのは高
度技術提案型の９件（同０．１０％）

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■平成２３年度総合評価実施状況（近畿）

※随意契約を除く

※ H24.3.31時点

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２1 H２２ H２３

総合評価件数 123 693 1,235 1,368 1,273 1,082 1,115

総合評価金額
（百万円）

82,300 151,600 235,896 276,956 168,226 144,300 204,247

総合評価実施率
（金額ベース、％）

41.5 88.8 99.6 99.9 99.9 99.9 99.3

年度別総合評価実施状況

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における落札者の加算点と価格について

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H24.3.31時点

年度別落札者の加算点と落札価格について

32.1%
25.9%

59.9%

36.5%
35.4%

34.3%
33.4% 33.8%

29.5%
39.8%

33.6%

67.0%

30.7%
27.0%

34.1%

25.9%

14.2%

0.9%

31.1%

36.0% 39.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1 Ｈ２２ Ｈ２３

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における落札者の加算点と価格について

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H24.3.31時点

平成２３年度総合評価方式別落札者の加算点と価格について

31.0%
24.2%

29.2%

36.1%

12.1%
18.0%

63.6%

52.8%

32.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における加算点１位の落札割合

加算点１位の業者が落札した割合

39.0%
44.3%

71.4%

54.8%
61.4%64.4%

66.7%
63.5%

80.3%

57.3%
50.9%

33.0%

58.5%

65.7%

17.1%

77.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1 Ｈ２２ Ｈ２３

H17～H21         標準型Ⅰ型
標準型Ⅱ型、簡易型

H22～H23  標準型Ⅰ型
標準型Ⅱ型
簡易型

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H24.3.31時点

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における価格点１位以外の落札割合

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H24.3.31時点

総合評価発注における入札価格１位以外の落札割合

49.3%

78.6%

24.7%

33.6%

57.4%
65.4%

72.7%

59.0%

40.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

H21

H22

H23

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における落札割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

17.1%

70.7%

4.9%

7.3%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

23.7%

46.4%

16.5%

13.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

38.8%

26.4%
23.8%

11.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

40.2%

30.1%

18.7%

11.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

27.1%

52.1%

17.7%

3.1%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

24.8% 28.3%
25.5%

21.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

H22全国
最高得点者
最高得点者以外標準Ⅱ型 簡易型

H23近畿

標準Ⅰ型

標準Ⅱ型 簡易型標準Ⅰ型

※全国との比較のため主要4工種（一般土木、AS舗装、PC、鋼橋上部）としている
※１社応札及び予定価格内１社を除く
※ H24.3.31時点

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■総合評価発注における価格点１位以外の落札割合

　価格=品質  

　価格＞品質 

　価格＜品質 

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H24.3.31時点

平成２３年度総合評価による落札結果　（標準Ⅰ型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 12 (18.2%) 4 (6.1%) 2 (3.0%) 18 (27.3%)

　　２位 16 (24.2%) 2 (3.0%) 2 (3.0%) 20 (30.3%)

　　３位以下 25 (37.9%) 1 (1.5%) 2 (3.0%) 28 (42.4%)

計 53 (80.3%) 7 (10.6%) 6 (9.1%)

　価格=品質  ＝16／66＝24.2％

　価格＞品質 ＝8／66＝12.1％

　価格＜品質 ＝42／66＝63.6％

66

加算点順位

入札価格順位

加算点順位

平成２３年度総合評価による落札結果　（標準Ⅱ型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 39 (24.2%) 20 (12.4%) 7 (4.3%) 66 (41.0%)

　　２位 32 (19.9%) 6 (3.7%) 2 (1.2%) 40 (24.8%)

　　３位以下 53 (32.9%) 0 (0.0%) 2 (1.2%) 55 (34.2%)

計 124 (77.0%) 26 (16.1%) 11 (6.8%)

　価格=品質  ＝47／161＝29.2％

　価格＞品質 ＝29／161＝18.0％

　価格＜品質 ＝85／161＝52.8％

161

入札価格順位

加算点順位加算点順位

平成２３年度総合評価による落札結果　（簡易型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 188 (31.7%) 92 (15.5%) 75 (12.6%) 355 (59.9%)

　　２位 87 (14.7%) 25 (4.2%) 17 (2.9%) 129 (21.8%)

　　３位以下 89 (15.0%) 19 (3.2%) 1 (0.2%) 109 (18.4%)

計 364 (61.4%) 136 (22.9%) 93 (15.7%)

　価格=品質  ＝214／593＝36.1％

　価格＞品質 ＝184／593＝31.0％

　価格＜品質 ＝195／593＝32.9％

593

入札価格順位

加算点順位加算点順位

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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（入札契約手続きの流れ）

総合評価方式の
実施方針

入札公告

技術提案の提出
※必要に応じてヒアリング

入札書の提出

開札→落札者の決定→契約

入札結果の公表

（工事案件毎）入
札
公
告
等
に
対
す
る
質
問
・
回
答

（第三者委員会によるチェック）

公表

公表

総合評価委員会

総合評価方式における評価項目・内容、
配点割合、審査基準

総合評価委員会小委員会

個々の工事発注案件毎の、評価項目・
内容、配点割合、評価基準

総合評価委員会小委員会

個々の工事案件毎の技術提案の
審査・評価

公表

入札監視委員会

個々の工事案件毎の入札契約手続き
の運用状況等（抽出審議）

技術提案の評価

（年度毎）

■総合評価落札方式における透明性の確保

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■今後の動きについて

（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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（１）総合評価落札方式について 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）

■今後の動きについて
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■施工体制確認型の拡大

平成１９年度以降施工体制確認型の導入
（河川維持作業、道路維持工事等を除く予定価格１億円以上の工事に適用）

平成２１年度から適用金額を予定価格６千万円以上に引き下げたが、６千万円未満
の工事における割合は依然高い水準で移行している。

（※平成２２年度全国における低入札工事のうち、近畿による件数が約５７％）

低入札工事の割合は減少したが、１億円未満の工事では増加傾向

公共工事におけるさらなる品質確保並びにダンピング受注等の対策として、

平成２３年１１月１日以降に入札公告を行う工事から
施工体制確認型を１千万以上に拡大

（２）ダンピング対策等 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

6.9億円以上（平成21年度以前は7.2億円以上）

3.0億円以上7.2億円未満

2.0億円以上3.0億円未満

1.0億円以上2.0億円未満

1.0億円未満

全体

「施工体制確認型総合評価落札方式」の採用により、平成１９年度以降、全体件数に占める低入札の割合は減少し、その後ほぼ横ばいであるが、施工体
制確認型が適用されない１億円未満では、増加傾向であった。平成２１年度から施工体制確認型の適用を予定価格６千万円以上の全工事に引き下げたが、
適用外である６千万円未満においては２２％～２５％（平成２１～２２年度）と依然高い状況となっていた。

平成２３年１１月以降、予定価格１千万円以上の全工事を対象に引き下げた結果、全体の低入札の割合はやや減少傾向となった。

■平成18年度から平成23年度までの発注件数に占める低入札の状況
※ 港湾空港部を除く

全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数

　７．２億円以上（平成２２年度以降は６．９億円以上） 15 54% 28 1 3% 39 3 4% 73 0 0% 30 1 5% 19 0 0% 38

　３．０億円以上 ７．２億円未満 12 46% 26 3 5% 55 0 0% 61 0 0% 41 0 0% 40 0 0% 38

　２．０億円以上 ３．０億円未満 28 20% 139 0 0% 155 7 4% 169 1 1% 141 0 0% 135 0 0% 183

　１．０億円以上 ２．０億円未満 45 21% 215 5 2% 228 3 1% 282 4 1% 291 1 1% 205 2 1% 264

　１．０億円未満 157 18% 891 90 12% 774 116 15% 751 120 17% 721 114 18% 625 90 17% 538

 （０．６億円未満                    ） (114) (22%) (527) (110) (25%) (444) (88) (24%) (371)

257 20% 1,299 99 8% 1,251 129 10% 1,336 125 10% 1,224 116 11% 1,024 92 9% 1,061

平成２３年度

低入件数(％)

平成２２年度

低入件数(％)低入件数(％) 低入件数(％)

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

計

予定価格
低入件数(％) 低入件数(％)

施工体制確認型
（1億円以上）

施工体制確認型
（６千万円以上）

H23.11より

１千万円以上

（２）ダンピング対策等 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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生産効率の向上

熟練技術者・
技能者の不足

施工現場の安全確保

地球温暖化

社会資本の補修・
維持管理費の増大

情報化施工のﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

一部実用化だが国内で
普及に至っていない

発注環境の変化

品質確保の重要性の高まり

国内外での競争力の向上

ＩＣＴの進展と
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進

「情報化施工推進戦略」を策定（Ｈ２０．７）

建設事業を取りまく課題 施工のICTに関する取組

・技術開発
・試験施工
・施工管理基準
の整備

施工を取りまく状況の変化

・国交省ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進大綱

・一般競争入札、総合評価方式

・品確法、施行ﾌﾟﾛｾｽ検査等

（Ｈ１３．３）

（現状）

建設施工のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを実現する情報化施工の戦略的な普及方策が必要

【一般化推進技術】

• 施工管理データを搭載したﾄｰﾀﾙ
ｽﾃｰｼｮﾝによる出来形管理技術
（河川土工、道路土工）

• ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞのﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ技術

【重点目標】
①情報化施工の普及に関する重点目標
②機器・システムの普及に関する重点目標
③人材育成に関する重点目標

総合評価方式等による適用の拡大

■情報化施工推進の背景

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■一般化推進技術の評価

既に実用化段階にあり、平成２５年度の一般化に向けて普及措置を講じ
る技術であり、施工管理データを搭載したﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝによる出来形管理
技術（河川土工、道路土工）、ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ技術（ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ）が指定されて
いる。

一般化推進技術とは

情報化施工推進の意義・役割

情報化施工とは、ＩＣＴの活用により各プロセスから得られる電子情報を
活用して高効率・高精度な施工を実現し、さらに施工で得られる電子情報を
他のプロセスに活用することによって、建設生産プロセス全体における生
産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステム。

⇒従来の施工法・施工管理方法と同様に取り扱い、任意により利用できる状態。

⇒多くの工事において利用され、積算基準も改訂された状態。または、使用原則化さ
れた状態。

実用化

一般化

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）



20

分類

2

2

施工能力
等

企業の
施工能力

①【舗装工事において路盤工を含む場合に記載】
本工事において、情報化施工技術（マシンコントロー
ル（MC）技術（モータグレーダ）の活用の有無。

評価基準

情報化施工技術の活用
【該当工事において①又は②のいずれかを記載す
る。】

技術評価項目 配点

有用な新技術の採用
（情報化施工技術の活用を除く）

本工事において、新技術情報提供システム（NETIS）
登録技術のうち、有用な技術とされた新技術（推奨
技術、準推奨技術、設計比較対象技術、少実績優
良技術、活用促進技術）の活用の有無

Max
2

2
②【一般土木工事において河川土工、道路土工を含
む場合に記載】
本工事において、情報化施工技術（施工管理データ
を搭載したトータルステーションによる出来形管理技
術（河川土工、道路土工））の活用の有無。

◆総合評価方式の標準Ⅰ型（ＷＴＯ除く）、Ⅱ型、簡易型
工事種別が下記のものに関し試行

近畿地方整備局の取組み

評価項目： 情報化施工技術の活用（企業の施工能力に追加）
評価基準： 「施工管理データを搭載したTSによる出来形管理技術（河川土工、道路土工）」「ＭＣ技術

（グレーダ）」の活用を評価
配 点 ： 情報化施工技術の活用時に２点（累積しない）→最大２点

「有用な新技術の採用」評価と合算しない

評価の考え方

◆技術提案書記載項目、評価
・ 情報化施工の活用技術名、活用工種が明確であれば２点

Ａ，Ｂ ランク

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ ランク

舗装工事（ Ｂランクは5,000m2以上の路盤工を含む工事）に限る舗装

河川土工、道路土工を含む工事に限る一般土木

■情報化施工に関する評価

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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総合評価落札方式において新技術の採用を評価

平成１９年度より新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）登録

技術のうち、有用な技術とされた新技術を活用する場合に

評価を行う。

◆有用な新技術の採用についての評価方法◆

評価項目：有用な新技術の活用の有無

配 点：推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術 ２点

少実績優良技術、活用促進技術 １点

そ の 他：技術提案書又は簡易な施工計画に記載された内容でも可

但し情報化施工技術の活用に係る提案とは重複しない。

○活用効果評価に基づいた有用な新技術の活用促進を図る。

最大２点
※複数ある場合

は累積する。

■有用な新技術の採用について

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■「有用な新技術」について【参考】

推 奨 技 術

準 推 奨 技 術

公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定
された、画期的な新技術。

設計比較対象技術
技術の優位性が高く、安定性が確認されている技術。
設計業務において、設計比較の対象となる。

少実績優良技術
技術の優位性が高いが直轄工事等における実績が少ない
技術。技術の安定性が確認されるまでの間、活用等に努め
る。

活用促進技術
安定性が確認されている技術のうちから、特定の性能又は
機能が著しく優れている技術等から選考。

登録技術【H23.12.12時点】
推奨技術 ： ６件
準推奨技術 ： ２０件

登録技術【H23.12.12時点】 ：１３７件

登録技術【H23.12.12時点】 ： ６５件

登録技術【H23.12.12時点】 ： ３４件

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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１）工事目的物の品質に対し実質的に大きな影響を与える専門工事業者の施工能力等を評価することにより、工事

品質の確保を目的として平成２０年度から試行。

Ｈ２０・２１・２２・２３年度実施した結果から、専門工事業者の同種実績については、概ね全社提出（H23年度工

事において１者、実績無しの提案があったが結果、入札辞退）されており、評価上は差が付かない状況である。

しかし、同種実績を評価することは一定の品質が確保できることが見込まれることとなり、今後も引続き試行

を実施していくこととした。

２）平成２０～２３年度専門工事審査型総合評価方式の試行

■専門工事審査型総合評価方式の実施状況

年度 工事件名 工種 総合評価 専門工事分野

Ｈ２０ 米原ＢＰ丸葭地区道路改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 地盤改良工

Ｈ２１ 平成２１年度志高地区築堤他（その２）工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 地盤改良工

平成２１年度公庄地区地盤改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 地盤改良工

大和御所道路本馬高架橋茅原地区下部工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型
鋼管

セメント杭工

Ｈ２２ 志高地区地盤改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 地盤改良工

志高中流地盤改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 地盤改良工

志高下境地区地盤改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 地盤改良工

Ｈ２３ 姫路港須加地区泊地（－１２ｍ）浚渫工事 港湾等しゅんせつ 標準型Ⅰ型 しゅんせつ工

国道８号三明川横断函渠設置工事
一般土木
Ｂ又はＣ

標準型Ⅱ型 既製杭工

（３）品質向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）



24

■地元企業活用審査型の実施について

○ Ｈ２０・２１・２２年度実施した結果から、地元企業活用審査型の試行を実施し
た工事においては、地元企業活用比率が試行対象外の工事に比べ、格段に高
く、地元への効果は大きい。

○ 聞き取り調査において、改善すべき点はあるが、受注者（元請）・地元企業
（一次下請）・発注者それぞれに利点があるとの回答である。

上記試行及び聞き取り調査の結果から、地元企業の健全な育成、地域の景気浮
揚につなげることを目的に引き続き試行を実施していくこととした。

１）Ｈ２０年度から地元企業の健全な育成、地域の景気浮揚につなげることを目
的に、一般土木Ｂ等級工事において地元企業の活用を総合評価における加算
点項目とする試行を実施。

（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■平成２０・２１・２２・２３年度地元企業活用審査型総合評価落札方式の試行

年度 件名 工種 総合評価 地元地域

Ｈ２０ 近畿自動車道紀勢線田野井地区工事用道路工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 和歌山県

紀北東道路弁天谷川橋下部外工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 和歌山県

中郷地区築堤他工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 兵庫県

Ｈ２１ 六十谷合口取水口建設（その２）工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 和歌山県

下市地区下流部低水護岸工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 福井県

岩井地区土砂受入地調整池整備工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 兵庫県

大和御所道路居伝高架橋下部工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 奈良県

矢渕地区高潮堤整備その６工事
一般土木
Ｂ又はＣ

標準型Ⅱ型
和歌山県
三重県

中角地区中流部低水護岸工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 福井県

中山地区築堤護岸工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 京都府

Ｈ２２ 国道２７号和久里橋他１橋下部工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 福井県

永平寺大野道路太田地区他改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 福井県

京都第二外環状道路小塩灰方地区改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 京都府

Ｈ２３ 岩井地区土砂受入地造成工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 兵庫県

八州嶺堰堤補強工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 兵庫県

上山地区護岸工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 兵庫県

敦賀曙電線共同溝工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 福井県

ひのそ地区護岸工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 兵庫県

姉川新設橋下部工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 滋賀県

公庄地区上流乗越道路工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 京都府

和歌山北バイパス嘉家作改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 和歌山県

塔の島地区改修工事
一般土木
Ｂ又はＣ

標準型Ⅱ型 京都府

近畿自動車道紀勢線十九渕地区改良工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 和歌山県

近畿自動車道紀勢線富田川橋Ｐ４橋脚他工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 和歌山県

近畿自動車道紀勢線秋津高架橋Ａ２橋台他工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅰ型 和歌山県

淀木津町地区掘削工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 京都府

永平寺大野道路吉野堺地区地下道設置工事 一般土木Ｂ 標準型Ⅱ型 福井県

（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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＜応札者の地元企業活用者数＞

①地元企業の活用者数について

＜落札者の地元企業活用者数＞

■地元企業活用審査型総合評価落札方式の試行結果比較

施工府県に本店を置く企業で当該工事に一次下請けとして契約する予定の企業のうち、予定する入札金
額に対して下請け契約予定金額が（地元企業活用比率）１０％以上の企業の数

（者） （者）

（者） （者）

<H20・21>

<H22・２３>

試行件数は少ないが、H22・23年度はH20・21と比較して、応札者及び落札者共、地元企業活
用者数は増加傾向にある。
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（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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＜応札者の地元活用比率＞

②地元企業の活用比率について

＜落札者の地元活用比率＞

施工府県に本店を置く企業で当該工事に一次下請けとして契約する予定の企業のうち、予定する入札金額に対する下請け契約
予定金額（地元企業活用比率）が１者あたり１０％以上の者の累計で算出

（者） （者）

（配点０点） （配点１点） （配点３点） （配点５点）

（者） （者）

<H20・21>

<H22・23>

地元企業活用審査型を適用した場合、H22・23における落札者の活用比率はすべて４０％以上であり、地
元への効果は大きいと考えられる。
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■地元企業活用審査型総合評価落札方式の試行結果比較

（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■地元企業活用型の評価手法見直し

地元企業活用審査型の実施について

Ｈ２０年度から地元企業の健全な育成、地域の景気浮揚につなげることを目的に、一般土木Ｂ等
級工事において地元企業の活用を総合評価における加算点項目とする試行を実施している。

○現状の評価手法
・１次下請企業の工事成績（５点）

→予定する下請比率が10％以上の地元企業について、当該企業の同種工事における過去
の平均工事成績評定点で評価（５点）
但し、直轄工事における実績が無い場合は、該当府県発注の同種工事における過去の平
均工事成績評定点で評価。
いずれの場合も複数の場合は累計する。

・地元企業の活用比率（５点）
→予定する下請比率が10％以上の１次下請企業毎についての発注予定額、発注予定工種

及び元請として受注予定金額に対する比率を評価（５点）
複数の場合は累計する。

地元一次下請企
業の工事成績

☆予定する下請比率が入札金額に対して１０％以上の企業すべてを対象と
す
　 る。
　 該当工事すべての工事成績評定通知書を様式５－８に添付すること。

地元一次下請企
業の活用

地元企業の活用比率４０％以上５点、２５％以上４０％未満３点、１０％以上２５％未満
１点、１０％未満０点
予定する下請比率が入札金額に対して１０％以上の企業すべてを対象とする。
企業すべてを対象に活用状況について様式５－９の１）に記載すること。なお、元請が
地元企業の場合は、様式５－９の２）に記載すること。

☆近畿地整実績で当該工種の工事成績評定点の平均点が７５点以上 ４点、７０点以上７５点未満 ２点、６５点以上７０点未満 ０点、６０点以上６５点未満 －２点、６０点未満 －４点。複数ある場合は累積する。

☆施工府県（○○県）実績で工事成績評定点の平均点が○○点以上 ４点、○○点以上○○点未満 ２点、○○点以上○○点未満 ０点、○○以上○○点未満 －２点、○○点未満 －４点。複数ある場合は累積する。

加算
点

加算点の評価方法分類 評価項目 評価基準 配点

最大
10

地元企業の活用状況 地元企業の活用比率（元請が地元企業の場合も含む。）で評価 5

地元企業（地
元一次下請
企業）活用に
ついて

過去２ケ年の地元企業工事成績評定の平均

平成21年度及び平成22年度に元請として完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の
工事（港湾空港関係を除く。）のうち当該工事と同じ工事種別の工事における工事成績評定点又は平成22
年度に元請として完成し、引渡しが完了した施工府県の当該工事と同じ工事種別の工事における工事成
績評定点

5

（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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○課題
１）申請書類として下請を予定している固有の企業名を記載する必要があるが、該当する下請企業の工事

成績を評価することから、一部企業が固定化される。

2)固有の下請企業への発注予定額を記載する必要があるが、申請書の提出期限内で十分な調整が困難で
ある中、予め下請契約額が固定される。

○改善内容
①予め地元下請企業として評価する社について、一定の工事成績以上であること

を条件とする。（工事成績評価点による加点を行わない。）
→直轄工事における当該工種の過去の平均工事成績評価点が７０点以上であること。

直轄工事における実績が無い場合は、該当府県発注の同種工事における平均点以上（該当府県単
位で設定）であること。

②地元企業の活用比率は、受注予定金額に係る地元下請予定金額の総額（総比
率）を評価する。
→下請企業毎の比率を算出せず、１次下請発注額の総額を記載する。

一定以上の工事成績を要件とすることで品質の確保を図りつつ、企業の固定化要素を緩和

下請発注比率を総額で記載のうえ評価することで、企業毎の下請金額の固定要素を緩和

■地元企業活用型の評価手法見直し

（４）地域企業の適切な活用 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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現場従事技能者の評価

・施工現場の生産性向上

・建設生産物の品質確保
上記を目的に平成２２年度から標準型Ⅰ型において「基幹技能者」を評価。

「建設マスター」（優秀施工者国土交通大臣顕彰）、「現代の名工」の表彰を受けた者、国

家検定制度の技能検定合格者である「技能士」は、現場従事技能者として優れた作業

能力を習得した者である。

「基幹技能者」と同様に
「建設マスター」・「現代の名工」・「技能士」を評価。

（平成２２年１０月以降実施）

■現場の品質確保向上に向けた改善案

※平成２３年度より標準型Ⅱ型へ試行範囲を拡大。

→平成２４年度から簡易型についても試行を実施する。

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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１）平成２２年度 試行実施状況（基幹技能者評価のみ）
平成２２年４月以降、１３件の工事において、試行を実施している。

年度 件名 対象工種 現場技能者 配置提案率

Ｈ２２ 海老江地区築堤工事 盛土工 鳶・土工、機械土工基幹技能者
１８者中１５者

（８３％）

三宝大和川樋門築造工事 コンクリート工 鉄筋、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送基幹技能者
１２者中９者

（７５％）

門真税務署耐震改修等工事 鉄骨工 鳶・土工基幹技能者
２０者中３者

（１５％）

姫路法務総合庁舎増築等建築工事 鉄骨工 鳶・土工基幹技能者
２０者中３者

（１５％）

和歌山下津港本港地区防波堤（外）（２）築造工事
床堀工、ｹｰｿﾝ据付工、消波ﾌﾞ

ﾛｯｸ工
海上起重基幹技能者

１４者中１３者
（９３％）

堺泉北港堺２区岸壁（-7.5m）（耐震）桟橋築造工事 鋼管杭工 海上起重基幹技能者
１３者中１１者

（８５％）

国道２７号和久里橋他１橋上部工事 ＰＣ ＰＣ基幹技能者
６者中１者
（１７％）

京都第二外環状道路小泉川橋（下り）工事 ＰＣ ＰＣ基幹技能者
８者中６者
（７５％）

大阪府警察第一機動隊庁舎機械設備工事 機械設備工 配管、ダクト基幹技能者
１８者中６者

（３３％）

大阪府警察第一機動隊庁舎電気設備工事 電気設備工 電気工事基幹技能者
７者中２者
（２９％）

税務大学校大阪研修所電気設備工事 電気設備工 電気工事基幹技能者
６者中１者
（１７％）

税務大学校大阪研修所機械設備工事 機械設備工 配管、ダクト基幹技能者
４者中１者
（２５％）

大和御所道路出屋敷高架橋ＰＣ上部工事 ＰＣ ＰＣ基幹技能者
３者中２者
（６７％）

Ｈ２３ 堺泉北北堺２区岸壁（-７．５ｍ）（耐震）桟橋上部工工事 桟橋上部工 鉄筋、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送基幹技能者
１１者中１１者

（１００％）

■現場従事技能者評価の実施状況

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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年度 件名 対象工種 基幹技能者 建設マスター 現代の名工 技能士 配置提案率

Ｈ２２ 京都第二外環状道路小塩灰方地区改良工事 橋梁下部工
圧接、鉄筋、型枠

、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工

鉄筋工、型枠工
、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

２５者中２０者
（８０％）

天狗塚堰堤工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 圧接、鉄筋、型枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工
型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）

９者中４者
（４４％）

東谷流域堰堤群工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 圧接、鉄筋、型枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工
型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）

８者中５者
（６３％）

大津信楽線３５号橋上部工事 鋼橋上部工 橋梁（鋼橋）
橋梁特殊工
、鋼構造物

鋼橋の製作、架設
鉄工

（鋼構造物鉄工作業）
１１者中３者

（２８％）

Ｈ２３ 福知山道路新土師川橋鋼橋上部工事 鋼橋上部工 橋梁（鋼橋）
橋梁特殊工
、鋼構造物

鋼橋の製作、架設
鉄工

（鋼構造物鉄工作業）
２１者中９者

（４３％）

八洲嶺堰堤補強工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 圧接、鉄筋、型枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工
型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）

７者中１者
（１４％）

大津信楽線３３号橋上部工事 鋼橋上部工 橋梁（鋼橋）
橋梁特殊工
、鋼構造物

鋼橋の製作、架設
鉄工

（鋼構造物鉄工作業）
１９者中１３者

（６８％）

姉川新設橋下部工事 橋梁下部工
鉄筋、型枠

、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工

鉄筋工、型枠工
、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

１２者中９者
（７５％）

京都第二外環状道路小泉川橋（上り）工事 ＰＣ片持箱桁工
ＰＣ、鉄筋、型枠
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

橋梁特殊工、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ工、鉄筋工

鉄筋工、型枠工、
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、ＰＣ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

８者中７者
（８８％）

敦賀曙電線共同溝工事
開削土工
道路土工

鳶・土工 土工 土工 －
５者中２者
（４０％）

公庄地区上流乗越道路工事 土工
機械土工、型枠

、鳶・土工
土工

型枠工、
土木・舗装作業者

型枠施工
１８者中１５者

（８３％）

国道２６号紀の川大橋耐震工事 橋梁巻立て工
ＰＣ、鉄筋、型枠
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工
、ＰＣ緊張工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

１０者中４者
（４０％）

和歌山北バイパス嘉家作改良工事
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
橋台工

鉄筋、型枠
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

５者中２者
（４０％）

紀北西道路倉谷川橋鋼上部工事
工場製作工
鋼橋架設工

橋梁（鋼橋）
橋梁特殊工

、鋼構造物工
鋼橋の製作、架設

鉄工
（鋼構造物鉄工作業）

１９者中１１者
（５８％）

国道２６号大和川大橋拡幅上部工工事
工場製作工
鋼橋架設工

橋梁（鋼橋）
橋梁特殊工

、鋼構造物工
鋼橋の製作、架設

鉄工
（鋼構造物鉄工作業）

９者中４者
（４４％）

２）Ｈ２２年度第２回総合評価委員会において、基幹技能者の評価に加え建設マスター、現代の
名工、技能士（特級・１級）を評価することを提案し、委員会以降試行を実施している

■現場従事技能者評価の実施状況

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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年度 件名 対象工種 基幹技能者 建設マスター 現代の名工 技能士 配置提案率

Ｈ２３ 阿倍野公共職業安定所建築工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

鉄筋工事
鉄筋、圧接、型枠

、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工 鉄筋工、ｺﾝｸﾘｰﾄ工 －

２３者中１４者
（６１％）

塔の島地区改修工事

河川土工、護岸
基礎工、法覆護
岸工、擁壁護岸

工

型枠、鳶・土工
、機械土工

ｺﾝｸﾘｰﾄ工、土工 型枠工、ｺﾝｸﾘｰﾄ工 型枠施工
７者中７者
（１００％）

近畿自動車道紀勢線十九渕地区改良工事 道路土工 機械土工、鳶・土工
建設機械運転工

、土工
土工 －

１４者中５者
（３６％）

国立京都国際会館会議場
　 平成２３年度電気設備改修工事

電気設備工 電気工事 電気工 電気配線工事 －
１者中０者

（０％）

姉川新設橋上部工事
工場製作工

、鋼橋架設工
橋梁（鋼橋）

橋梁特殊工
、鋼構造物工

鋼橋の製作、架設
鉄工

（鋼構造物鉄工作業）
１４者中１０者

（７１％）

紀北東道路上の池橋他２橋ＰＣ上部工事 ＰＣ橋工 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ工 橋梁特殊工 ＰＣ橋工 －
１２者中１０者

（８３％）

近畿自動車道紀勢線周参見川橋上部工事 ＰＣ橋工 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ工 橋梁特殊工 ＰＣ橋工 －
１１者中１０者

（９１％）

永平寺大野道路小矢戸トンネル舗装工事 舗装工 － 舗装工 舗装工 －
１４者中２者

（１４％）

国道２号長田尻池電線共同溝他工事 舗装工 － 舗装工 舗装工 －
１２者中１者

（８％）

近畿自動車道紀勢線富田川橋Ｐ４橋脚他工事
橋台工

ＲＣ橋脚工
鉄筋、型枠

、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工

鉄筋工、型枠工
、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

１２者中９者
（７５％）

近畿自動車道紀勢線秋津高架橋Ａ２橋台他工
事

橋台工
ＲＣ橋脚工

カルバート工

鉄筋、型枠
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

１６者中１０者
（６３％）

国道８号三明川横断函渠設置工事 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工
鉄筋、型枠

、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送
ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工

鉄筋工、型枠工
、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

４者中２者
（５０％）

淀木津町地区掘削工事 河川土工 鳶・土工、機械土工
建設機械運転工

、土工
土工 －

１１者中６者
（５５％）

永平寺大野道路吉野堺地区地下道設置工事
擁壁工

ＲＣ橋脚工
カルバート工

鉄筋、型枠
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送

ｺﾝｸﾘｰﾄ工、鉄筋工
鉄筋工、型枠工

、ｺﾝｸﾘｰﾄ工

型枠施工、鉄筋施工
（鉄筋組立て作業）
、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工

７者中６者
（８６％）

永平寺大野道路松岡高架橋鋼上部工事
工場製作工

、鋼橋架設工
橋梁（鋼橋）

橋梁特殊工
、鋼構造物工

鋼橋の製作、架設
鉄工

（鋼構造物鉄工作業）
１２者中８者

（６７％）

■現場従事技能者評価の実施状況

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■現場従事技能者の評価拡大

○品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、施工現場に

従事する技能労働者の中核をなす職長等の果たす役割が重要。

○職長等を中心とした技能労働者の中から、
①施工方法等の提案・調整

②適切な人員配置、作業方法、手順 等の構成

③一般の技能者の施工に係る指示、指導

④前工程・後工程の連絡調整

を行うことのできる者を「基幹技能者」

として位置づけ、その確保・育成・活用

を促進することにより、施工現場の

生産性の向上・建設生産物の品質の

確保を図る。

基幹技能者の意義・役割

基幹技能者

技術者

他の職長等他の職長等

一般の技能者等 一般の技能者等一般の技能者等

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■現場従事技能者の評価拡大

・ 今後、公共構造物の品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには
若手技術者を含め、施工現場に従事する優れた技能労働者の確保・育成・活用
を促進する必要がある。

・ 平成２２年度より４４件の工事で試行を実施しており、現場従事者を配置する提案
があった社が落札した割合は約７０％である。
結果、現場従事者の雇用や待遇改善に一定の効果があると考えられる。

現場の品質確保及び優れた技能労働者の活用等に向けた改善策の一環として、

現場従事技能者の評価について簡易型へ拡大する。（配点は最大２点）

標準Ⅰ型、標準Ⅱ型における配点を最大２点から最大４点に拡大する。

○改善内容

現場従事技能者の配置提案率 配置提案者の落札率
※基幹技能者評価のみを含む ※基幹技能者評価のみを含む

提案あり：３０２者提案なし：２１４者

※現場従事技能者を配置する提案があった者は約５９％

配置提案者が落札
３１件

配置提案者以外が落札
１３件

※現場従事技能者を配置する提案があった者が
落札した割合は約７０％

（５）優れた技能者を有した企業の育成・評価 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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○公共工事におけるコストの縮減や目的物の性能・機能の向上、工期短縮等の施工の効率化を図る

とともに、ライフサイクルコストの低減、有用な技術提案についての積極的な活用を図ることを目的

に、技術的な工夫の余地が大きい工事において高度技術提案型の活用を図る。

１）平成２４年度の高度技術提案型総合評価方式の採用基準

原則、ＷＴＯ対象工事として、

ＡⅠ型： 通常の構造・工法では工期等の制約条件を満足した工事が実施できない。

ＡⅡ型： 想定される有力な構造形式や工法が複数存在するため、発注者としてあら
かじめ一つの構造・工法に絞り込まず、幅広く技術提案を求め、最適案を選定
することが適切。

ＡⅢ型： 標準技術による標準案に対し、部分的に設計の変更を含む工事目的物に対
する提案を求める、あるいは高度な施工技術や特殊な施工方法の活用により、
品質の向上、コスト縮減、工期短縮等を特に求める必要がある

⇒今年度、ダム再開発に係るトンネル放流設備工事について２件、比較的大
規模な鋼橋上部工事として２件（計４件）の工事について高度技術提案型総
合評価方式を活用する。

■高度技術提案型の積極的な活用

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■段階選抜の取り組み
・課題と方針

規模の大きな工事において、一般土木工事及び鋼橋上部工事では入札参加者
が２０者を越えるような工事も多く、技術審査に係る事務負担が大きい。

また、入札参加者の負担を軽減することも求められている。

諸外国でも多くみられるように第一段階の競争における評価点が上位の概ね５
者程度に、最終的な落札者を決めるための入札書及び詳細な技術提案等を求め
る競争方式の活用を推進することが必要

諸外国でも多くみられるように第一段階の競争における評価点が上位の概ね５
者程度に、最終的な落札者を決めるための入札書及び詳細な技術提案等を求め
る競争方式の活用を推進することが必要

受注者の選定を段階的に行い、技術提案やその審査及び評価に必要な発注者
及び競争参加者双方の事務量の軽減を図るなど、総合評価落札方式の円滑な実
施に必要な措置を適切に講じるものとする。

受注者の選定を段階的に行い、技術提案やその審査及び評価に必要な発注者
及び競争参加者双方の事務量の軽減を図るなど、総合評価落札方式の円滑な実
施に必要な措置を適切に講じるものとする。

建設産業の再生と発展のための方策2011（平成２３年６月２３日 国土交通省建設産業戦略会議）

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成２３年８月９日 閣議決定）

方策及び指針の改正により、二段階選抜方式の導入を推進

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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＜現状＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

＜２段階方式（標準型：他地整試行案）＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

＜２封筒・２段階方式（近畿独自試行案）＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

競争参加資格確認

技術提案の評価

技術提案の評価

競争参加資格確認

企業評価

企業評価

競争参加資格確認

技術提案の評価

企業評価

公

告

公

告

公

告

入

札

入

札

施工体制確認

施工体制確認

施工計画評価

施工体制確認

１０社に絞込

５社に絞込

￥計

落

札

者

決

定

落

札

者

決

定

落

札

者

決

定

企 技 ￥

技企

技企

入

札

￥

・段階選抜方式 手続きイメージ図 （標準型Ⅱ型の場合）

※申請者数３０者として比較

技 ￥

計

＜凡例＞

企 ：企業実績資料提出

：技術提案書提出

：施工計画書・工程表提出

：入札書提出：発注者審査期間

：申請者手続期間

■段階選抜の取り組み

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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※申請者数３０者として比較

技 ￥

計

＜凡例＞

企 ：企業実績資料提出

：技術提案書提出

：施工計画書・工程表提出

：入札書提出：発注者審査期間

：申請者手続期間

・段階選抜方式 手続きイメージ図（標準Ⅰ型（ＷＴＯ）の場合）
＜現状＞

　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

＜参考：二段階方式（中国方式）＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

＜２封筒・２段階方式（近畿独自試行案）＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

＜参考：　２段階方式（技術提案２テーマ）＞
　　　　　　月数

社数

30
25
20
15
10
5

提出資料

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

4ヶ月

4ヶ月 5ヶ月

5ヶ月

5ヶ月4ヶ月

5ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月

競争参加資格確認

技術提案１の評価

公

告

公

告

入

札

施工体制確認

技術提案２の評価 施工体制確認

￥

落

札

者

決

定

￥技１

入

札

技２

落

札

者

決

定

公

告

￥計技

競争参加資格確認

技術提案の評価 施工計画評価

施工体制確認５社に絞込
入

札

落

札

者

決

定

５社に絞込

技術提案２の評価

競争参加資格確認

企業評価
公

告

技術提案の評価 施工体制確認

￥技企

入

札

落

札

者

決

定

１０社に絞込

技１

競争参加資格確認

技術提案１の評価

技２

指定テーマが２
テーマあり、審査
に時間を要する

１次審査に技術提
案を求めないため
固定化の恐れ

２封筒にすること
で、開札までの時
間を短縮

指定テーマを２
回求め、審査に
時間を要する

■段階選抜の取り組み

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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＜中国地方整備局 試行例＞

ＷＴＯ対象工事における他地方整備局（中国）試行例と近畿独自案の比較

○ＷＴＯ対象工事への拡大について

＜近畿地方整備局 独自案＞

（１次審査）
・企業および配置予定技術者の能力

（実績、成績）で上位１０者を選抜
※国内実績のない海外企業が、海外での施工実績

により参加する場合、同種工事の施工実績として
妥当と判断された場合、選抜者に加える。

（２次審査）

・技術提案（１テーマ）

（１次審査）
・技術提案（１テーマ）で上位５者を選抜

（２次審査）

・施工計画(工事施工上の留意点等）

・２封筒方式
→落札者決定までの期間を短縮

※総合評価の加算点は、２次審査の技術提案の
点数による。

※総合評価の加算点は、１次及び２次審査の
合計点数による。

・選抜された１０者以外は配置予定技術者
の拘束期間が従来方式にくらべ３ヶ月短縮。
・同一工種の発注では選抜する者がほぼ
固定化してしまう懸念がある。

・選抜された５者以外は配置予定技術者の
拘束期間が従来方式にくらべ２ヶ月短縮
・技術提案の審査による選抜のため固定
化の批判は受けない。

■段階選抜の取り組み

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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H23.11.15公示日標準Ⅱ型工事名 淀木津町地区掘削工事

工種 一般土木 主な工事内容 河川掘削 97,000ｍ3 （L=500ｍ）

一般土木工事Ｂ等級及び鋼上部工事において２件、段階選抜方式を試行した。

・試行例１）他の地方整備局と同方式の試行事例

○工事概要

手
続
き
開
始
の
公
示

絞
り
込
み

通
知
・資
料
の
提
出
依
頼

技
術
的
能
力
の
審
査

競
争
参
加
資
格
確
認
通
知

入
札

施
工
体
制
確
認

落
札
者
決
定
・
契
約

１０日 １２日 １５日 ２９日※ １９日 ２３日

○手続きの流れ （手続き日数108日）

【２５者】 【１２者】 【１１者】 【１１者】

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

（
技
術
提
案
以
外
）

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

（
技
術
提
案
）

※年末・年始期間を含む

辞退：１

地元企業活用（１０点）

地域（５点）

企業、技術者、現場従事者（最大２５点）１段階目の
評価項目詳細
（選抜者数：１０者）

２段階目の
評価項目
詳細

技術提案
（２０点）

社会的要請の対応
に関する事項

10位同点者

を含む１２者

３５１，０００，０００

３４８，９１０，０００

３９２，５４０，０００

落 札 価 格 （税抜き）

調査基準価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税抜き）

８９．４％

８８．９％

↓予定価格に対する割合

落札結果

■段階選抜の取り組み（近畿地方整備局の対応）

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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（
得
点

）

・結果まとめ

一次審査で申請２５者のうち上位１０者を選抜
（１０位同点者を含め１２者）

： 一次審査（企業・技術者評価 配点４０）

： 二次審査（技術提案 配点２０）

※
辞
退

企業評価において得点差が最大で３４点ついており、技術提案での挽回は困難で
ある社が、選抜により早い段階で今回工事からはずれ、次の工事に移ることが可能
となった。（従来であれば２月末落札者決定まで配置予定技術者は拘束されてしまうが、今回
は１２月７日に非指名通知をおこなった。）

： 落札者

非指名
指名

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10    11     12    13    14    15    16    17    18    19    20 21    22    23    24    25

■段階選抜の取り組み（試行例①他の地方整備局と同方式試行事例）

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■段階選抜の取り組み（試行例②近畿地方整備局における独自案）

入
札
書
の
提
出

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

（
施
工
計
画
）

H23.11.15公示日標準Ⅱ型工事名 永平寺大野道路松岡高架橋鋼上部工事

工種 鋼橋上部 主な工事内容 鋼３径間連続合成少数鈑桁橋 （L=119ｍ）

手
続
き
開
始
の
公
示

絞
り
込
み

通
知
・資
料
の
提
出
依
頼

入
札

施
工
体
制
確
認

落
札
者
決
定
・
契
約

１５日 ５４日※ １４日 ２日 ２３日

○工事概要

【１２者】 【５者】 【５者】 【５者】

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

（
施
工
計
画
以
外
・
技
術
提
案
を
含
む
）

※年末・年始期間を含む

辞退：なし

技
術
的
能
力
の
審
査

二封筒方式二封筒方式

２段階目の
評価項目詳
細

施工
計画
（１０点）

工事施工上の
留意点と対応、
工程表

技術提案（２０点） ：目的物の性能・機能の向上

地域（５点）

企業、技術者、現場従事者（最大２５点）１段階目の
評価項目詳細
（選抜者数：５者）

○手続きの流れ （手続き日数108日）

２５０，０００，０００

２４２，８９０，０００

２８０，３３０，０００

落 札 価 格 （税抜き）

調査基準価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税抜き）

８９．２％

８６．６％

↓予定価格に対する割合

落札結果

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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（
得
点
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・結果まとめ

一次審査で申請１２者のうち上位５者を選抜

： 一次審査（企業・技術者評価 配点３０）

： 一次審査（技術提案 配点２０）

： 二次審査（施工計画 配点１０）

Ｈ社、Ｃ社は、施工能力のみ
であれば上位５者であった。

企業評価だけでなく、技術提案についても評価の高い社が選抜されることで、今回
工事内容に対して、より評価の高い社を選抜することができた。 施工計画について
は全社適切な内容であった。

： 落札者

Ｄ社は、技術提案により
上位５者に入った。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10              11             12

参加資格
なし

参加資格
有り

■段階選抜の取り組み（試行例②近畿地方整備局における独自案）

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■段階選抜の取り組み（H24年度の取り組み方針）

２）WTO対象工事のうち、申請者が多く見込まれる工事について、 ３件程度近畿独自

案での試行を行う

１）標準Ⅱ型（ＷＴＯ対象工事以外）のうち、申請者が多く見込まれる工事について３
件程度、他の地方整備局と同じ方式での試行を行う

技術提案 ２テーマ

＜一次審査＞ 技術提案 １テーマ
＋

＜二次審査＞ 配置予定技術者への
ヒアリング※

（段階方式：近畿独自案）（従来）

WTO対象工事での評価項目

（参考）H23年度において申請者数の多い工事種別

一般土木工事（改良工事）、鋼橋上部工事

（参考）H23年度において申請者数の多い工事種別

一般土木工事（トンネル工事）、建築工事

※懇談会で示された改善方針により先行して試行

配置予定技術者の監理能力及び
技術提案に対する理解度を確認

（６）民間技術力の活用、発注者
及び競争参加者双方の事務量軽減

近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■配置予定技術者における現場代理人としての実績評価

○現状
現場代理人は工事の技術的事項を取り扱う位置付けではなく、会社の代表者の工事現場における代理人
であるという前提から、現場代理人としての経験を加点の対象としていない。

加算点の評価方法 ペナルティー

直轄の工事 ４点、他省庁・特殊法人等☆１・府県・政令市、地方道路公社☆
２・日本下水道事業団☆３の工事 ２点

左記の表彰があれば各年度毎に１点、複数ある場合は累積する。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－３に記載するものとする。

推奨単位数以上の履修実績があれば１点
※各機関における継続学習の履修実績の証明書等を様式５－４に添付するも
のとする

4

1

4
企業の施工

能力

継続学習制度（ＣＰＤ）

総合評価落札方式
加算
点

評価基準

各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実績で評価

監理技術者・主任技術者として従事した同種工事の経験同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無

配置予定技術者
の能力

平成１９年度から平成２２年度に元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注
の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無

技術者表彰

分類 評価項目 配点

標準Ⅰ型、標準Ⅱ型の例（簡易型の場合は2点）

監理技術者、主任技術者として従事した実績のみを加点。
（現場代理人での実績の場合は加点無し。）

【参考】企業の施工能力評価点（満点）における
配置予定技術者の施工経験配点の割合

・標準Ⅰ型 4点／20点
・標準Ⅱ型 4点／25点
・簡易型 2点／15点

○課題
・企業の施工能力として施工実績を有する技術者の配置に対して加点されるため、入札参加者の立場か

ら常に経験豊富なベテラン技術者を配置することになり、工事を受注することでその経験者はさらに実績
が蓄積されることが繰り返され、若手技術者に監理（主任）技術者としての実績が付きにくい状況にある。

・技術者の高齢化が進む中、企業は若手技術者育成のため、監理（主任）技術者と同等の資格を有した
者を現場代理人として配置することで、技術者としての経験を積ませているが、現場代理人としての経験が
次 回工事の総合評価において加点されない状況にある。

（７）若手技術者の育成に向けた評価内容の見直し 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■配置予定技術者における現場代理人としての実績評価

○改善内容

現場代理人として従事した過去の同種工事の経験について、当該工事において競争参加資格として
求める国家資格等を有する場合に限り、加点の対象とする。

加算点については、現状評価している監理（主任）技術者として従事した過去の同種工事の経験に係
る加算点の１／２評価とする。

標準Ⅰ型、標準Ⅱ型の例（簡易型の場合は2点）

◇改善に係る検討事項
・改善（案）により、加点の対象とするに至った判断要素

→現場代理人は請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締り等を行う受注者
の代理人として工事現場への常駐が義務づけられており、併せて技術者としての国家資格等を
有することで、一定の現場経験を有しているものと考える。
よって、同種工事である当該工事の品質向上に資するものであると判断し、加点の対象とする。
但し、評価は監理（主任）技術者として従事した者の1/2とする。

直轄の工事 ４点、他省庁・特殊法人等☆１・府県・政令市、地方道路公社☆２・日
本下水道事業団☆３の工事 ２点
但し、現場代理人として従事した経験を評価する場合は上記加算点の1/2とする。

左記の表彰があれば各年度毎に１点、複数ある場合は累積する。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－３に記載するものとする。

推奨単位数以上の履修実績があれば１点
※各機関における継続学習の履修実績の証明書等を様式５－４に添付するものと
する

企業の施工
能力

継続学習制度（ＣＰＤ）

評価基準

各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実績で評価

監理技術者・主任技術者・現場代理人として従事した同種工事の経験
但し、現場代理人の場合は、競争参加資格として求める国家資格等を有する場合に限る。

同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無

分類 評価項目

4

1

4

加算点の評価方法配点

配置予定技術者
の能力

平成１９年度から平成２２年度に元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注
の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無

技術者表彰

（７）若手技術者の育成に向けた評価内容の見直し 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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60点以上
65点未満

65点以上
70点未満

70点以上
75点未満

75点以上60点未満

-2点

-3点

0点

0点

2点

3点

4点

6点

-4点

-6点

【簡易型】

【Ⅰ・Ⅱ型】

H22工事成績評定
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133
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135
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合計

評定点

件

数

【簡易型】 0.5点 1点 1.5点 2点 2.5点 3点

【Ⅰ・Ⅱ型】 1点 2点 3点 4点 5点 6点0点

0点

65点以上

70点未満

70点以上

72点未満

72点以上

74点未満

74点以上

76点未満

76点以上

78点未満

78点以上

80点未満
80点以上

-3点

-6点

65点未満

現
行

改
善
案

課題：H22工事成績評定において、75
点を境にピラミッド型の分布をしてい
る。

現行の加算点の評価方法では、75
点と76点の１点差で、簡易型では2点、
標準Ⅰ・Ⅱ型では3点と大きな差が出

ているため、工事成績評定がより忠
実に反映される評価基準として、配点
を細分化する。

（８）工事成績評定に係る加算点の見直し 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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■ＢＣＰ（建設業事業継続計画）認定制度の評価について

【建設業ＢＣＰ（事業継続計画）認定制度】

建設会社が備えている基礎的事業継続力を近畿地方整備局が評価し、適合した建設会社に対する認定証の発行および、その建設会社を公表することにより、
建設会社における事業継続計画の策定を促進し、近畿地方整備局管内の災害対応の円滑な実施と地域防災力の向上を目的として行う。

○総合評価における評価内容
「地域・社会貢献」として認定を受けている場合に加点（１点）

・ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限までの有効期
限を有する認定書を対象とする。

・ 近畿地方整備局災害時事業継続認定委員会（仮称）が交付する「認定証」の写し
を添付する。

近畿地方整備局

建設業事業継続計画認定制度

建設会社
建設会社 建設会社

建設会社

申請
認定 申請

申請

申請

認定 認定

認定

・建設会社のBCP
（最低限の基礎的継続力）

・災害時の地域貢献

・基礎的継続力の保有
・災害時の地域への貢献

入札時にインセンティブ

2年間認定

・建設業事業継続計画の普及促進 → 地域防災力の向上
・災害時に強い近畿地方の建設業 → 企業力の向上
・災害時の迅速な復旧・復興へ体制 → 地域・社会貢献

認定制度の概要（案）

【申請・認定の対象】

・近畿地方整備局管内に本店、支店、営業所を
有する建設会社

【年間の申請・認定】

・認定日より２年間。ただし、認定後の1年以内
に訓練実施状況等の報告を義務付け、認定
継続の条件とする。

【認定の公表】

・認定証の交付を行うとともに近畿地方整備局
ＨＰで公開

【インセンティブ】

・総合評価の地域貢項目で加点

【実施予定】

・平成２４年度認定開始予定

（９）地域防災力の向上に向けた取り組み 近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）
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建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について

資料－４
近畿ブロック発注者協議会（第７回幹事会）資料

平成２４年５月１５日
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■ 業務発注件数の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

件数

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

発注件数の推移（港湾空港部を除く）

価格競争

プロポーザル

随意契約

総合評価

H 2 0 年 度 H 2 1 年 度 H 2 2 年 度 H 2 3 年 度

価 格 競 争 9 3 7 9 2 3 7 0 8 6 8 7

プ ロ ポ ー ザ ル 1 ,0 8 1 8 6 7 2 9 5 3 1 8

随 意 契 約 1 1 9 2 6 1 2 7 2

総 合 評 価 5 9 3 9 6 7 7 7 7 6 2

合 計 2 ,1 9 6 2 ,2 1 2 1 ,7 9 2 1 ,8 3 9

災害によ
り緊急随
契を行っ
たことか
ら増加

建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について 近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）
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☆公募方式

官側より参加要件を提示し参加
希望者を募る

☆指名方式

官側において、経営状況・業務
成績・誠実性・地域特性等を考
慮し業者を選定

・入札参加者を１０者指名

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

☆価格競争 ☆技術競争
技術的工夫の余
地が少ない業務

技術力が要求される業務

○公募型競争入札

○簡易公募型競争入札

○公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

○簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

業務の落札者の決定

・参加表明書により入札参
加者を１０者選定

○指名競争入札 ○標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

・最低価格をもって
入札した者と契約

・最低価格をもって
入札した者と契約

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

※公募型は官報告示

適用方式なし

総合評価落札方式

参加希望者から提出された参加
表明書により業者を選定

簡易公募型は新聞公告

☆価格＋技術

技術的工夫の余
地がある業務

・価格評価点＋
技術評価点の最
も高い者と契約

入札契約方式

参
加
者
の
選
定
方
法

・参加表明書により技術提案
書提出者を３～５者選定

・選定した５者に対し技術
提案書提出を要請

■ コンサルタント業務の契約方式

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について



4

■ 発注方式の選定フロー

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成23年６月」 より

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 標準的な業務内容に応じた発注方式事例（河川）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式
施設点検調査

耐震調査

河川台帳作成

洪水予測システム検討

環境管理基本計画

環境アセスメント

事業評価
河川整備基本方針

河川整備計画
河道計画検討

施設健全度調査

プロポーザル方式

河川景観設計

治水経済調査

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析

水文・水質観測

水文データ照査検討

危機管理検討（演習）

河川構造 予備設計
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

河川水辺の国勢調査

堤防・護岸設計

河川構造物 詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計
（樋門・樋管・排水機場等）
（標準積算基準対象施設）

環境調査・分析（高度）

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成23年６月」 より

（注）業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 標準的な業務内容に応じた発注方式事例（道路）

知

識

構想力・応用力

価格競争
総合評価方式

道路網整備計画検討

道路・橋梁等構造物景観設計
構造物予備・補修設計（大型、特殊）

トンネル設計

道路予備設計（中心線決定）

交通需要予測検討

環境アセスメント

道路概略設計
（路線比較検討、最適路線選定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路詳細設計

道路予備設計（用地幅決定）

各種資料作成

定期点検、緊急点検

交通量観測

構造物予備設計（一般）

構造物詳細設計（大型、特殊）

交差点設計（一般）

整備効果分析検討

環境調査（常時観測等）

事業評価

防災対策検討

ＰＩプロセス・社会実験実施

交差点設計（立体交差）

定期点検結果の診断

プロポーザル方式

道路・交通等現況分析

環境基礎調査（文献・現地調査等）

交通安全・渋滞対策等検討

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成23年６月」 より

（注）業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 標準的な業務内容に応じた発注方式事例（測量）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式

基準点測量

水準測量

画像解析／計測／判読

数値図化（デジタルマッピング）

都市計画図

地図編集（特殊ケース）

空中写真測量

データ共有／総合GIS

製品仕様書作成

航空レーザー測量

写真地図作成（デジタルオルソ）

基盤地図情報作成

現地測量（地形測量）

土地区画整理測量

地籍測量

簡易水準測量

路線測量

定期縦横断測量
用地測量

その他の応用測量
（主題図データファイル作成）

一筆調査（E工程）

河川測量

地図編集

各種台帳作成

既成図数値化

深浅測量

プロポーザル方式

航空レーザー測量（応用解析含む）

三次元地形モデル作成

GIS/CADデータ化

ダム堆砂測量

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成23年６月」 より

（注）業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 標準的な業務内容に応じた発注方式事例（地質調査）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式

プロポーザル方式

ボーリング調査（一般）

土質試験・検層（一般）

物理（弾性波等）探査

地盤環境（土壌・地下水等）調査

トンネル水文・水質観測調査

地すべり計器設置及び観測

高盛土計器設置及び観測

液状化判定（解析含む）

浸透流解析

施工時計測管理（高盛土・トンネル等）

軟弱地盤安定・沈下概略検討

トンネル渇水影響調査・解析

地表地質踏査及び資料収集

軟弱地盤特殊土質試験

動的土質試験

軟弱地盤対策検討

トンネル変状調査

地すべり機構解析

地すべり対策工検討設計

地盤・環境関連企画調査

動的応答解析

ダム地質解析

トンネル応力変形解析

地盤環境調査解析

地質調査（予備・詳細設計用，一般）

地質総合解析

広域地下水流動調査・解析

「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン 平成23年６月」 より

（注）業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 建設コンサルタント業務における技術評価の考え方

25% 75%

75%

67%

50% 50%

15～20%

5～10%

総合評価落
札方式

特定・入札
段階の技術
評価

プロポーザル方式

標準型

簡易型

１：３

１：２

実施方針

価格点
技術者の
資格・実
績等

技術者の
成績・表
彰

実施方針価格点
技術者の
資格・実
績等

技術者の成績・
表彰

企業の成績・表彰
技術者の資格・

実績等
技術者の成績・表彰

実施方針 評価テーマ

評価テーマ

価格点
技術者の
資格・実
績等

技術者の
成績・表
彰

実施方針

１：１

選定・指名
段階の技術
評価

プロポーザル方式
総合評価落札方式

10～15%

技術者の
資格・実
績等

技術者の成績・
表彰

企業の資格・
実績等

25～35%

15～30% 37～52%

35～45%

5～10% 15～20% 12.5～25% 50～62.5%

【プロポーザル方式】
　３～５者程度を選定

【総合評価落札方式】
  原則１０者以上を指名

評価テーマ

12.5～25% 25～37.5% 50%

25%

33%

15～20% 12.5～25% 50～62.5%

7.5～15% 18～25.5%

※同点の場合
はすべて選定

※同点の場合
はすべて指名

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 総合評価落札方式における落札者の決定方法

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評
価値の最も高いものを落札者とする。評価値の算出方法とし
ては、加算方式を基本とする。

ただし、今回定めた加算方式以外の方法を用いる場合は、
財務大臣協議を行う必要がある。

加算方式を採用した理由
○建設コンサルタント業務等の特徴として、業務成果の良否が建

設コストや維持管理コストを大きく左右するため、受注者の技術
的能力に重点を置いた選定が必要

○資材購入や下請による労務調達等の割合が大きい工事に比べ
て、購入・再委託の割合が小さいため、落札率を下げやすい傾
向がある

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 総合評価落札方式における落札者の決定方法

評価値の算出方法

○評価値 ＝ 価格評価点＋技術評価点
○価格評価点と技術評価点の配分＝１：１ ～ １：３
（価格評価点２０～６０点：技術評価点６０点）
○技術評価点の評価項目例
・業務への取組方針 ：業務実施の着目点・実施方針
・技術提案 ：評価テーマに対する提案
・技術者資格 ：技術者資格及びその専門分野
・業務執行技術力 ：同種及び類似の業務実績・業務成績
・手持ち業務 ：手持ち業務の金額及び件数
○価格評価点 ＝ ２０～６０ × （１－ 入札価格／予定価格）

○技術評価点 ＝ ６０ × (技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 総合評価落札方式「履行確実性」を加えた技術評価

◆総合評価の低入業務においては業務成績評定点における低評価が
顕著になる傾向があり、技術提案の内容が適正に履行されないおそれ

◆当分の間、技術提案の評価項目に 「履行確実性」を加えた技術評価
を実施
※建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策

の試行について（平成２２年４月２７日国土交通省大臣官房地方課長・技術調査課長・
官庁営繕部整備課長通達）

◆適用開始日 平成２２年６月２１日

◆対象業務
●平成２２年度

予定価格が２千万円を超える業務

●平成２３年度以降
予定価格が１千万円を超える業務

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 総合評価落札方式「履行確実性」を加えた技術評価試行

◆技術評価点の算出方法
①予定技術者の経験及び能力
②実施方針など
③評価テーマに対する技術提案
④技術提案の履行確実性度 （5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)

技術評価点=技術評価点の配点（６０点）×（①＋（②＋③）×④）／（技術評価のウエイトの合計）

③評価テーマ

②実施
方針

①予定技術者の経
験及び能力資格・実

績・成績・表彰等
価格点

④を乗じる

技術評価点 満点６０点価格評価点

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 総合評価落札方式「履行確実性」を加えた技術評価試行

審査・評価フロー

手続開始の公示

入札

開札

入札書と予定価
格との確認

落札予定者の確定

評価点の確定

参加表明書の提出
及び評価

指名通知送付

技術提案書提出
及び評価

履行確実性の評価
・追加資料
・ヒアリング

履行確実性の
評価は

実施しない

履行確実性の評
価

・必要に応じてヒ
アリング（電話）

低入調査

本省報告
（次点者を落札者と

する場合）

落札者の決定

落札者の判定

N0

調
査
基
準
価
格
以
上

調査基準価格未満

予定価格超過
調査基準価格以上

予定価格以下

低入調査
関係

総合評価
関係

追加資料の
提出に応じな
い場合やヒア
リングに応じ
ない場合は
入札無効

未満

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 平成２２年度及び平成２３年度の履行確実性評価の実施状況

うち落札者

１０４件 ４４件 １２３社 １１７社
６社

（６件）
０

*1　総合評価落札方式で予定価格が２千万円を超える業務

*2　調査基準価格以下の応札があり資料提出を要請した業務

うち落札者

５１４件 １２７件 ２２１社 １９８社
２０社

（２３件）
０

*2　調査基準価格以下の応札があり資料提出を要請した業務

うち審査実施

うち審査対象

業務数*２

*1　総合評価落札方式で予定価格が１千万円を超える業務。但し、平成２３年３月３１日までに入札手続きを開始した業務は２千万円を超える業務。

対象件数*１ 審査対象
会社数うち審査対象

業務数*２ うち辞退

対象件数*１ 審査対象
会社数

●平成２２年度

●平成２３年度（１月末までに契約した業務）

うち辞退 うち審査実施

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 三者会議で発覚した設計の不具合

国土交通省が発注した土木工事で開催した三者会議*1において発覚した設計成果の
不具合について実施した調査結果では、構造物に影響が発生する不具合*2が発覚し
た設計業務の割合は２６.７％となっている。

【調査概要】
対 象：平成２２年度上半期に三者会議を実施した土木工事に

関する設計業務
有効回答：８７０業務

（うち、不具合が発覚した設計業務は２３２業務。発覚し
た不具合の箇所は５３７箇所）

*1 三者会議：発注者、設計者、施工者の三者が設計思想の伝達及び情報共有を図る会議
*2 語句の修正等、施工される構造物に影響のない部分の修正は除く

不具合あり
232 業務
(26.7%)

不具合なし
638 業務
(73.3%)

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 三者会議で発覚した設計の不具合（分類）

（不具合が発覚した設計業務２３２業務における不具合 ５３７箇所）

15箇所

49箇所

78箇所

85箇所

37箇所

196箇所

27箇所

50箇所

0 50 100 150 200

基準適用ミス

設計（構造）条件の設定ミス

現場条件の設定ミス（構造に係る事項）

現場条件の設定ミス（施工に係る事項）

設計計算ミス

図面作成ミス（全体一般図・構造図・配筋図）

数量計算ミス

その他のミス

技
術

的
判

断
ミ

ス

理
解

不
足

単
純

ミ
ス

不具合の箇所数

発覚した不具合の分類について実施した調査結果では、発覚した不具合のうち、
半数が「図面作成ミス」等の単純ミスとなっている。次いで、「現場条件の設定
ミス」が多く発生している。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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（不具合が発覚した設計業務２３２業務における不具合５３７箇所を対象に発生した要因を調査）

発覚した不具合の主な要因について、受発注者それぞれに実施したアンケート調査結果（複
数回答）では、両者ともに「データ入力等の作業時の不注意・確認不足」といった基本的な
要因が最も多い回答となっている。また、受注者アンケートにおいて「照査の体制が不十
分」との回答が次いで多く挙がっている。

■ 三者会議で発覚した設計の不具合（要因）

〔 発注者アンケート〕 〔受注者アンケート〕

注：１箇所の不具合につき、最大３件まで要因を複数回答

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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積算基準で算定される設計業務の履行期間と比較して、「履行期間を確保」している業務に
おいて発生した不具合の割合は２４.４％であり、「履行期間が短い」業務では４３.０％と
なっており、履行期間が短い設計業務において、比較的多く不具合が発生している。

■三者会議で発覚した設計の不具合

【履行期間による不具合】
（三者会議を実施した土木工事に関する設計業務 ８７０業務）

設計業務の履行期間は、「設計業務等積算基準書（参考資料）」に基づき、工種、業務価格等から算定された期間

※未回答の１業務を除く

186業務

46業務

576業務

61業務

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期間を確保

期間が短い

不具合の発生状況の内訳

不具合あり 不具合なし
不具合発生率：24.4％

不具合発生率：43％

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計成果の品質向上に向けた取り組み

１．設計業務における受発注者のコミュニケーション円滑化に係
る取り組み（平成２３年６月３日通知）

①受発注者での合同現地調査の実施
②業務スケジュール管理表の活用
③ワンデーレスポンスの実施

２．設計業務における照査の確実な実施に係る取り組み（平成
２４年１月３０日通知）

①必要な履行期間確保の徹底
②受注者による確実な照査の実施（平成24年2月20日以降の公示から）

・業務スケジュール管理表へ照査期間の明記
・照査技術者による照査報告

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 受発注者による業務のスケジュール管理

【業務スケジュール管理表の例】

照査期間の明示

発注者の指示、設計条件等
の提示期限の設定

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について



22

■ 設計便覧（案）の改訂

上位基準の改正等に伴う不整合箇所の解消や前回
改訂後に明らかとなった要修正箇所等の改訂を行い
ました。

また、根拠となる上位基準を記載する等の利便性の
向上も図りました。

平成２４年４月から
設計便覧（案）の改訂版の運用を開始しました。

改訂版は、近畿地方整備局のホームページに掲載しています。

http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/index.php 又は
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/gijyutu/gizyutu.html

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計便覧（案）の改訂（利便性の向上）

本文右欄に出典名等を記載

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計点検チェックシートの改訂

設計便覧（案）の改訂版と併せて、平成２４年４月から
設計点検チェックシートの改訂版の運用を開始しました。

改訂版は、近畿地方整備局のホームページに掲載しています。

http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/index.php 又は
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/gijyutu/gizyutu.html

設計点検チェックシートは、設計ミスの防止を目的として、受注者による設
計チェックのツールとして平成２０年１１月から運用しています。

現在、道路関連（橋梁構造物）が１０７工種、道路関連（土木構造物）が４８
工種、河川関連が１２工種の設計点検チェックシートを運用しています。

今回の改訂では、設計点検業務で設計ミスの多かった箇所について、「要
注意箇所を着色により注意喚起する」とともに「チェックポイントボックスの
追加」を行いました。併せて、「要注意箇所（着色箇所）に該当するミス内容
の一覧」及び記載ミス防止のために「記入例」を添付することとしました。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計点検チェックシートの改訂

チェックポイントボックスの
追加

ミスの多かった箇所を
着色

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計点検チェックシートの改訂

着色箇所に対応した設計ミス
内容一覧の添付

道路関連（土工構造物）、道路関連（橋梁構
造物）、河川関連ごと

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計点検チェックシートの改訂

記入例の添付

道路関連（土工構造物）、道路関
連（橋梁構造物）、河川関連ごと

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計便覧等のＨＰ掲載場所（１）

企画部を
クリック

近畿地方整備局のトップページ

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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企画部のページ

設計便覧（案）及び設計点検
チェックシートのメニューがありま
す。

■ 設計便覧等のＨＰ掲載場所（１）

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計便覧等のＨＰ掲載場所（２）

近畿地方整備局のトップページ

「建設関連事業者の
方へ」の中の技術情

報をクリック

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 設計便覧等のＨＰ掲載場所（２）
技術情報のページ

設計便覧（案）、設計点検チェッ
クシートのメニューがあります。

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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平成２３年度 建設コンサルタント業務等における入札状況（総合評価落札方式を含まない）

■ 低入札の状況

※H24.1.19現在

【１，０００万円以下の場合の低入札相当の考え方】
土木コン：平均的な調査基準価格の比率７５％以下
測量：平均的な調査基準価格の比率７８％以下
地質：平均的な調査基準価格の比率８２％以下
建築コン：平均的な調査基準価格の比率７７％以下
補償コン：平均的な調査基準価格の比率７９％以下

○総合評価落札方式を除くと、低入札の発生
率は非常に高い。
○土木関係コンサルタント業務、地質調査業務
においては、１０００万円以下の業務において、
低入札相当の発生率が非常に高い。

対象発注
件数

低入札件
数

発生率
対象発注

件数
低入札相
当の件数

発生率
対象発注

件数
低入札（相
当）件数

発生率

土木関係建設コ
ンサルタント 148 99 66.9% 171 120 70.2% 319 219 68.7%

測量 35 16 45.7% 73 33 45.2% 108 49 45.4%

地質調査 39 30 76.9% 21 17 81.0% 60 47 78.3%

建築関係建設コ
ンサルタント 1 1 100.0% 38 21 55.3% 39 22 56.4%

補償関係コンサ
ルタント 10 9 90.0% 76 38 50.0% 86 47 54.7%

合　　計 233 155 66.5% 379 229 60.4% 612 384 62.7%

1,000万円超 1,000万円以下 合計

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 低入札対策

価格競争で実施する建設コンサルタント業務
においては、品質確保の観点から抜本的な低
入札対策が必要

○低入札受注時の条件付けの強化

○１０００万円以下の業務において、調査基準価格に
代わる基準価格の設定

平成２４年６月以降に公示または指名する業務から適用

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 低入札受注時の条件付けの強化

業務規模 現行 今回変更（◎の項目を追加）

１０００万円超

【入札参加者に対する条件】
○管理技術者の手持ち業務量の制限（４億
円未満かつ１０件未満）。ただし、低入札業務
の手持ちがある場合は、２億円未満かつ５件
未満。

【低入札落札者に対する条件】
○業務成績が７０点未満の場合は実績として
認めない
○低入札価格調査の実施
○設計業務については、受注者と同程度の
企業規模の者による第三者照査の実施
○表彰対象外（技術者表彰は除く）
○業務コスト調査の実施（業務完了後）

【入札参加者に対する条件】
○管理技術者の手持ち業務量の制限（４億円未満かつ１０件未満）。ただし、低入札業務
の手持ちがある場合は、２億円未満かつ５件未満。

【低入札落札者に対する条件】
○低入札価格調査の実施
○業務成績が７０点未満の場合は実績として認めない
○表彰対象外（技術者表彰は除く）
○業務コスト調査の実施（業務完了後）
◎調査業務については管理技術者の現場常駐
　→実施できなかった場合は、業務成績を５点減点
◎調査業務以外については、受注者と同程度の企業規模の者による第三者照査の実施
　（過去２年間に低入札により受注した者による照査は認めない）
　→実施できなかった場合は、業務成績を５点減点

１０００万円以下
５００万円超

【入札参加者に対する条件】
◎管理技術者の手持ち業務量の制限（４億円未満かつ１０件未満）。ただし、低入札業務
の手持ちがある場合は、２億円未満かつ５件未満。

【低入札落札者に対する条件】
◎業務成績が７０点未満の場合は実績として認めない
◎表彰対象外（技術者表彰は除く）
◎調査業務については管理技術者（主任技術者）の現場常駐
　→実施できなかった場合は、業務成績を５点減点
◎調査業務以外については、受注者と同程度の企業規模の者による第三者照査の実施
　（過去２年間に低入札により受注した者による照査は認めない）
　→実施できなかった場合は、業務成績を５点減点

５００万円以下

【入札参加者に対する条件】
◎管理技術者の手持ち業務量の制限（４億円未満かつ１０件未満）。ただし、低入札業務
の手持ちがある場合は、２億円未満かつ５件未満。

【低入札落札者に対する条件】
なし

【入札参加者に対する条件（簡易公募型の
み）】
○管理技術者の手持ち業務量の制限（４億
円未満かつ１０件未満）。

【低入札落札者に対する条件】
なし

調査基準価格を下回る場合

品質確保基準価格を下回る場合

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について
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■ 調査基準価格に相当する基準価格の設定

１０００万円以下の業務においては、調査基準価格の設定が
ないことから、低価格の入札・契約があった場合の対応ができ
ない。
そのため、調査基準価格に相当する基準価格として、「品質確
保基準価格」を設定する。

※1,000万円超の業務における平均的な調査基準価格の割合を適用

品質確保基準価格

区分 予定価格に対する割合

土木関係建設コンサルタント業務 75%

測量業務 78%

地質調査業務 82%

補償関係コンサルタント業務 79%

近畿ブロック発注者協議会
（第７回幹事会）建設コンサルタント業務等における品質確保の対策について



平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ 日

国土交通省土地・建設産業局

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び

「建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件

の一部を改正する告示」について

１．背景

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利

費を適正に負担しない企業（すなわち保険未加入企業）が存在することから、技能労働

者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守

して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じていま

す。

このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可

に際しての保険加入状況の確認・指導、経営事項審査における未加入企業への評価の厳

格化を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り

組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競

争環境の構築を図る必要があります。

また、昨今、我が国建設企業の活動範囲が国内外を問わず拡大している中で、外国に

おける建設工事の受注に際し、進出先国の規制により子会社を設立しなければならない

場合や、子会社により現地に根付いた事業活動を行う場合があることから、外国子会社

の経営実績を適正に評価するとともに、我が国建設企業の海外進出意欲の醸成を図るこ

とが求められています。

こうした状況にかんがみ、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部

会基本問題小委員会の中間とりまとめ（平成２４年１月２７日）等を踏まえ、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「規則」という。）及び建設業法第２７

条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成２０年国土交通省告示

第８５号。以下「告示」という。）について、所要の改正を行うこととしましたのでお

知らせします。

 

 

kk222071
テキストボックス
資料－５経営事項審査の改正について



２．概要

（１）建設業における社会保険未加入問題への対策 【別添１参照】

①建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

（規則第４条及び様式(新)第２０号の３関係）

許可行政庁が、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３

条に基づく許可（許可の更新を含む。）の申請時に、保険加入状況の確認、指導等を

行うため、法第６条第１項に基づく申請書の添付書類として、健康保険等の加入状況
（※）を記載した書面の提出を求めることとし、当該書面の様式を整備する。

（※）「健康保険等の加入状況」とは、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による被保険者の資格の取得の

届出、厚生年金保険法（昭和２９年法律１１５号）第２７条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法（昭

和４９年法律第１１６号）第７条の規定による被保険者となったことの届出の状況をいう。以下同じ。

②施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

（規則第１４条の２及び第１４条の４関係）

特定建設業者及び下請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状

況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するよう、法第２４条の７第

１項に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第２項に基づ

き下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加するこ

ととする。

③経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

（規則様式第２５号の１１及び第２５号の１２並びに告示第１の４の１及び付録第２関係）

法第２７条の２３に基づく経営事項審査（以下単に「経営事項審査」という。）に

おいて、社会性等（労働福祉の状況）に係る評価の項目及び基準を次のとおり見直す。

・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」

に区分し、各項目ごとに審査することとする。（規則及び告示第１の４の１）

・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合

それぞれ４０点の減点（３保険に未加入の場合１２０点の減点）とする。（告示付

録第２）

※ 建設業における社会保険未加入問題への対策については、行政、元請企業、下請企業など
関係者が一体となって、総合的対策を実施し、実施後５年を目途に、企業単位では許可業者
の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すこととしています。

【別添２参照】



（２）経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価

（規則様式第２５号の１１及び告示附則関係）

経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値につ

いて、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象とする

こととする。

・外国子会社の完成工事高

・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額

（３）その他

その他所要の改正を行う。

３．スケジュール

公 布 平成２４年 ５月１日

施 行 平成２４年 ７月１日（２．の（１）③及び（２)・（３）関係）

平成２４年１１月１日（２．の（１）①②関係）

４．参照資料

・中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会

「中間とりまとめ」（平成24年1月27日）

http://www.mlit.go.jp/common/000189925.pdf（「社会保険未加入問題への対策」P8～9）

・中央建設業審議会（平成24年3月14日）

http://www.mlit.go.jp/common/000204540.pdf（「経営事項審査の審査基準の改正について」）

【問い合わせ先】

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 企画専門官 佐藤

03-5253-8111（代表） 03-5253-8277（直通）

（許可関係） 許可係長 石島（24718）

（経営事項審査関係） 経営指導係長 大越（24734）

（その他全般） 法規係長 井上（24754）



「みんなで取り組む」建設業の保険加入
～平成２４年７月から、新たな取組みがスタートします～

別 添 １

建設業の社会保険未加入対策の一環として、省令等（※）の改正が行われました（H24.5.1公布）。
これを受け、次のとおり、新たな取組みがスタートします。（※） 建設業法施行規則 （昭和24年建設省令第14号）

建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成20年国土交通省告示第855号)

（１） 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。

○ 経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。

（３保険すべてに未加入の場合：現行▲６０点→改正後▲１２０点）

（規則様式第25号の11・第25号の12、告示第1の4の1・付録第2関係）

（２） 平成24年11月より 許可申請書に 保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります

○ 建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、

（２） 平成24年11月より、許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります。

加入指導を実施します。

（３） 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

（規則第4条・様式（新）第20号の3関係）

（３） 平成24年11月より、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります。

○ 施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載していただきます。また、下請企業には、 再下
請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知していただきます。

国・都道府県の建設業担当部局は 営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに 工事現場への

1

国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への

立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。

（規則第14条の2・第14条の4関係）



「みんなで取り組む」建設業の保険加入
～社会保険加入の徹底に向けて、関係者が連携して取り組みます～

技能労働者 処 向 建 産業 持続的な 必 な 材 確保

赤字：省令改正等(H24.5.1）
を受けて取り組む施策

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築
目 的

○ 行政、元請、下請など関係者が一体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。
取 組

①営業所での取組 ②工事現場での取組

発注者

○ 行政、元請、下請など関係者が 体となって建設業界の保険加入徹底に取り組む。

○ 営業所・工事現場での取組のほか、保険加入促進のネットワークを構築して保険加入を推進・支援する。
取 組

許可・更新申請

国土交通省・
都道府県

（建設業担当部局）

建設企業
（申請時）

建設企業

建設企業（元請）

施工体制台帳等を活用したチェック・指導

保険加入の
チェック・指導

保険加入に関する

保険加入の
チェック・評価・指導

国土交通省・
都道府県・

駆け込みホットライン
（建設業担当部局）

通報

発注者

法定福利費の適正な考慮

立入検査・
指導

許可・更新申請

経審申請

厚生労働省
（社会保険担当部局）

建設企業
（営業時）

加入勧奨・強制適用

保険加入に関する
立入検査・指導

未加入の場合の
監督処分

通報

加入勧奨・強制適用

厚生労働省
（社会保険担当部局）

通報

建設企業（下請）

建設企業（再下請）
通報

再下請通知書等を活用したチェック・指導

建設労働者建設企業 建設業団体

就労 管 機
保険の仕組みを

③関係者が連携して保険加入を推進・支援

国 都道府県（財）建設業振興基金 社会保険労務士会

就労履歴管理機関学校・職業訓練機関

保険加入促進ネットワーク保険加入促進ネットワーク

雇用関係の明確化
雇用者の保険加入

保険の仕組みを
理解

保険加入のチェック
システム普及

保険制度の啓発・
優良企業等の情報提供

会員企業に情報提供
加入企業の評価・支援

国国・都道府県
（建設業担当部局）

発注者（財）建設業振興基金 社会保険労務士会

未加入企業に対する
指導・監督処分

受発注者間ガイドライン
の遵守、発注時の考慮

経営改善・保険加入に
関する相談受付

事務手続きの支援

国
（社会保険担当部局）

未加入企業に対する
加入勧奨・強制適用



○ 下請企業を中心に、特に年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在
○ 技能労働者の処遇が低下し 若年入職者減少の一因

課 題

社会保険未加入問題への対策の概要 別 添 ２

１ 行政・元請・下請等の関係者が一体となった

○ 技能労働者の処遇が低下し、若年入職者減少の 因
○ 適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利

総合的対策の推進

３．建設企業の取組

○元請企業による下請指導
・施工体制台帳、再下請通知書、作業員名簿等により、下請企業の保
険加入状況を把握し、未加入企業を指導。

○元請企業・下請企業による重層下請構造の是正に向けた取組
元請企業 下請企業（特に１次下請企業）による重層下請 抑制に

①行政、建設業団体、関係団体による推進協議会の設置
（全国・地方ブロック(都道府県単位)で設置）

②各建設業団体による保険加入計画の策定・推進

１．行政 元請 下請等の関係者が 体となった
保険加入の推進

３．建設企業の取組

２．行政による制度的チェック・指導

①建設業許可・更新時の加入状況確認

・元請企業、下請企業（特に１次下請企業）による重層下請の抑制に
向けた啓発・指導。

・下請企業における適正な受注先企業の選定、未加入企業との請負契
約締結の抑止。

○建設企業（特に下請企業）における取組
雇用関係にある社員と請負関係にある者 明確化 雇用化 促進

②各建設業団体による保険加入計画の策定 推進
③行政、関係団体、保険者等様々な主体による周知・啓発

①建設業許可 更新時の加入状況確認
・建設業許可・更新の申請時に保険加入状況を確認し、未加入企
業を指導。

②建設業担当部局による監督
・建設業法に基づく立入検査等により、保険加入状況、元請企業

の下請企業指導状況を確認 指導 指導 通報をしても な

・雇用関係にある社員と請負関係にある者の明確化・雇用化の促進。
・雇用関係にある者の保険加入徹底。
・業界における見積時の法定福利費の明示 等。

①発注者 の要請 周知 元請企業 の指導

４．法定福利費の確保
の下請企業指導状況を確認・指導。指導・通報をしても、な
お保険関係法令に違反する企業に対する監督処分。

③経営事項審査の厳格化
・経営事項審査における保険区分の明確化、減点幅の拡大。

④社会保険担当部局（厚生労働省）との連携 ５．その他

①発注者への要請・周知、元請企業への指導
②業界における見積時の法定福利費の明示
③ダンピング対策 ④重層下請構造の是正

・社会保険担当部局への通報、社会保険担当部局からの働きかけ。 ①就労履歴管理システムの普及・活用 ②社会保険適用促進に向けた研究

目指す姿

※平成２９年度までの中間時点でそれまでの実施状況を検証・評価し、対策の必要な見直しを行った上で、計画的に推進する。

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

実施後５年を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す。

これにより、 を実現



別紙

平成２４年５月１日

国 土 建 第 ５ ０ 号

各公共発注機関の長 あて

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

経営事項審査制度の改正に伴う留意事項について

今般、建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成２４年国土交通

省令第５２号）及び建設業法第２７条の２３第３項に定める経営事項審

査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示（平成２４年５月１

。 「 」 。） 、日付け国土交通省告示第５２３号 以下 告示 という が制定され

経営事項審査の項目及び基準が改正されたところです。

告示による改正前の建設業法第２７条の２３第３項に定める経営事項

審査の項目及び基準を定める件（以下「旧基準」という ）に基づいて。

受審した経営事項審査において 「雇用保険」及び「健康保険及び厚生、

年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場

合は、旧基準に基づいて受審した経営事項審査の審査基準日と同じ日を

審査基準日として、告示による改正後の建設業法第２７条の２３第３項

に定める経営事項審査の項目及び基準を定める件（以下「新基準」とい

う ）に基づいて改めて経営事項審査を受審したとしても、総合評定値。

に影響はなく、旧基準に基づく審査結果と新基準に基づく審査結果は、

競争参加資格審査においても同等に取り扱うことが可能です。

告示の施行後は、新基準が適用されることとなりますが、公共工事の

入札契約手続の円滑な実施に支障が生じないよう、貴職におかれまして

は、当該影響のない場合について、特段の御配慮をお願いいたします。



健康保険及び厚生年金保険

加入有 加入無 適用除外

雇
用
保
険

加入有 影響なし 影響あり 影響なし

加入無 影響あり 影響あり 影響あり

適用除外 影響なし 影響あり 影響なし

再審査の取扱いについて
（保険未加入企業への減点措置の厳格化関係）

【現行の加入有無による改正の影響】

○ 既に受審した経営事項審査において、いずれの保険も「加入有」又は「適用除外」とされている場
合においては、新基準による再審査を受けた場合も総合評定値に影響はないが、いずれか一つの
保険について「加入無」とされている場合には、総合評定値が変わることとなる。

○ 発注者が、今後の競争参加資格審査において、下表のうち「影響なし」とされているケースにつ
いては旧経審の使用を認める旨の取扱いを行った場合、再審査の受審が必要となる建設業者は
下表のうち「影響あり」とされる企業に限定される。

参考



(旧)
様式第二十五号の十二（第十九条の九、第二十一条の四関係）

（用紙Ａ４）

許可　     　       号
審査基準日 平成    年    月    日

　　　　　　　　　　　 殿

［金額単位：千円］

010

011

020

030

040

050

051

060

070

080

090

100

110

111

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

経営規模等評価の結果

総合評定値

平成     年 月 日

市 区 町 村 コ ー ド
資 本 金 額

経営規模等評価結果通知書
総 合 評 定 値 通 知 書

電 話 番 号

完成工事高／売上高（％）
行 政 庁 記 入 欄

許
可
区
分

建　設　工　事　の　種　類　
総合評定値

（Ｐ）

完　成　工　事　高 元　請　完　成　工　事　高　及　び　技　術　職　員　数

Ｎ年平均
評点
(Ｘ１)

技　　術　　職　　員　　数 評点
(Ｚ)Ｎ年平均 　一級 （講習受講） 基幹 二級 その他

元請完成工事高

土 木 一 式

プレストレストコンクリート

建 築 一 式

大 工

左 官

と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト

法 面 処 理

石

屋 根

電 気

管

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク

鋼 構 造 物

鋼 橋 上 部

鉄 筋

ほ 装

し ゆ ん せ つ

板 金

ガ ラ ス

塗 装

防 水

内 装 仕 上

機 械 器 具 設 置

熱 絶 縁

電 気 通 信

造 園

さ く 井

建 具

水 道 施 設

消 防 施 設

清 掃 施 設

そ の 他

点数

 合　　　　　計

雇 用 保 険 加 入 の 有 無

自 己 資 本 額 及 び 利 益 額 数  値 点  数 そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 数 値 等

健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 加 入 の 有 無利 益 額

自 己 資 本 額

建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 加 入 の 有 無　評 　　　        点 　　　　     （Ｘ2）

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

を通知します。
法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 加 入 の 有 無

労 働 福 祉 の 状 況

営 業 年 数  年

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

建 設 業 の 営 業 の 状 況

防 災 協 定 の 締 結 の 有 無

防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況



(新)
様式第二十五号の十二（第十九条の九、第二十一条の四関係）

（用紙Ａ４）

許可　     　       号
審査基準日 平成    年    月    日

　　　　　　　　　　　 殿

［金額単位：千円］

010

011

020

030

040

050

051

060

070

080

090

100

110

111

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

経営規模等評価の結果

総合評定値

平成     年 月 日

建 設 業 の 営 業 の 状 況

防 災 協 定 の 締 結 の 有 無

営 業 年 数  年

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

を通知します。
法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 加 入 の 有 無

労 働 福 祉 の 状 況

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 加 入 の 有 無

　評 　　　        点 　　　　     （Ｘ2） 厚 生 年 金 保 険 加 入 の 有 無

利 益 額 健 康 保 険 加 入 の 有 無

自 己 資 本 額 雇 用 保 険 加 入 の 有 無

自 己 資 本 額 及 び 利 益 額 数  値 点  数 そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 数 値 等

 合　　　　　計

点数

そ の 他

清 掃 施 設

消 防 施 設

水 道 施 設

建 具

さ く 井

造 園

電 気 通 信

熱 絶 縁

機 械 器 具 設 置

内 装 仕 上

防 水

塗 装

ガ ラ ス

板 金

し ゆ ん せ つ

ほ 装

鉄 筋

鋼 構 造 物

鋼 橋 上 部

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク

管

電 気

屋 根

石

と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト

法 面 処 理

左 官

大 工

建 築 一 式

二級 その他

土 木 一 式

プレストレストコンクリート

元　請　完　成　工　事　高　及　び　技　術　職　員　数

Ｎ年平均
評点
(Ｘ１)

元請完成工事高 技　　術　　職　　員　　数 評点
(Ｚ)Ｎ年平均 　一級 （講習受講） 基幹

許
可
区
分

建　設　工　事　の　種　類　
総合評定値

（Ｐ）

完　成　工　事　高

市 区 町 村 コ ー ド
資 本 金 額
完成工事高／売上高（％）
行 政 庁 記 入 欄

電 話 番 号

経営規模等評価結果通知書
総 合 評 定 値 通 知 書













資料－６ 

 

平成２４年５月１５日 

近畿ブロック発注者協議会 第７回幹事会 

 
保険未加入問題について（提案） 
 
１．背景 

１） 建設産業の再生と発展のための方策 2011 

（平成２３年６月２３日、国土交通省建設産業戦略会議）より 

対策２－１ 保険未加入企業の排除 

（３）進め方 

専門工事業の業態、職種によっては、保険加入の現況と目指すべき姿にギャップがあ

ることから、排除方策の全体像を示した上で、１年程度の周知・啓発期間を設け、行政、

元請企業、下請企業が一体となって、保険加入の促進に向けた機運を醸成する体制を整備す

る必要がある。周知・啓発期間の終了後、速やかに大規模工事から行政によるチェックの徹

底を進め、その範囲を順次拡大していくことで、実施後５年を目途に、企業単位では加入義務

のある許可業者について加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すべき

である。 

 

２） 国土交通省土木工事積算基準等の改正について （平成 24 年 3 月 30 日記者発表） 

３．土木工事間接工事費率の改正 

１）現場管理費率式の見直し 

国土交通省では、建設業の社会保険の加入徹底に向けた対策を検討しており、関係業

界団体・労働者団体等で構成される検討会において、法定福利費については、「発注者が負

担する工事価格に含まれる経費であることを周知するとともに、個別の請負契約の当事者間に

おいて見積等から適正に考慮するよう徹底する」こととされました。 

国土交通省直轄土木工事における現在の積算では、実態調査による法定福利費の支払

額に基づき現場管理費の一部として計上しているところですが、本来事業者が負担すべ

き法定福利費（事業主負担分）の額について、予定価格に適切に反映できるように現場管理費

率式の見直しを行いました。 

 

３） 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第２７条の２３第３項の経営事項

審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について 



（平成２４年５月１日 国土交通省土地・建設産業局）より 

（１）建設業における社会保険未加入問題への対策 

②施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加 

（規則第１４条の２及び第１４条の４関係） 

特定建設業者及び下請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状況を

把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するよう、法第２４条の７第１項に基づ

き特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第２項に基づき下請負人

が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加することとする。 

     公 布  平成２４年 ５月１日 

     施 行  平成２４年１１月１日 

 

２．提案 

   近畿ブロック発注者協議会としての取り組み 

■ 近畿ブロック発注者協議会での 

           発注者間の情報共有 

■ 社会保険未加入対策推進協議会との 

  連携や支援 



 
 

 

参 考 
（記者発表資料） 

 
 

 

 

 

 
○平成 24 年度総合評価落札方式の評価方法の見直しについて 
 （平成 24 年 3 月 30 日） 

 
○建設コンサルタント業務等における低価格受注対策の更なる強化について 
 （平成 24 年 3 月 30 日） 

 
○建設生産システム効率化に向けた取り組みの報告 
 （平成 24 年 2 月 13 日） 



　 　①品質確保と技能労働者の育成に向けた見直し
   　②配置予定技術者の育成に向けた見直し
   　③加算点方法の見直し
   　④防災上の地域貢献度の評価拡大

取扱

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
技術開発調整官 大西 博 (内線 3120)
技術管理課長 和佐 喜平 (内線 3311)
建設専門官 中川　圭正 (内線 3157)

配布

問合せ先

平成２４年度総合評価落札方式の評価方法の見直しについて件名

概要

　 近畿地方整備局では、平成24年度において以下の総合評価落札方式の
評価方法の見直しを実施することとなりましたのでお知らせします。
　 なお、周知期間を確保するため、この見直しは、平成24年6月1日以降、公
告する工事から適用となります。

大手前記者クラブ

近畿地方整備局 配布日時 平成24年3月30日

資料配布 14時00分
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平成２４年度総合評価落札方式の評価方法の見直しについて 

  

近畿地方整備局では、平成 24 年度において以下の総合評価落札方式の評価方

法の見直しを実施することとなりましたのでお知らせします。 

なお、評価方法見直しの周知期間を確保するため、この見直しは、平成 24 年

6 月 1 日以降、公告を行う工事から適用となります。 

 

  ①品質確保と技能労働者の育成に向けた見直し（参考資料Ｐ１参照） 

     従来より標準Ⅰ型、標準Ⅱ型の整備局発注工事で試行的に評価して 

いた基幹技能者等（基幹技能者、建設マスター、現代の名工、技能士） 

の評価をＷＴＯ対象工事を除く全ての工事に拡大。 

 また、標準Ⅰ型、標準Ⅱ型工事における評価点を最大２点から最大 

４点へ変更。 

 

②配置予定技術者の育成に向けた見直し（参考資料Ｐ２参照） 

     配置予定技術者の実績評価において、同種工事の監理（主任）技術 

者としての評価だけでなく、同種工事の現場代理人の実績も評価。 

（但し、評価点は監理（主任）技術者の１／２。また、現場代理人と

しての実績を評価するには、現場代理人として工事に従事した時点

で、監理（主任）技術者と同等の国家資格を有していたことを証明

する必要があります。） 

     

③加算点方法の見直し 

     1) 工事成績評価において、実際の工事成績の平均値がより忠実に

評価点に反映されるよう工事成績評価の配点を細分化。（参考資料

Ｐ３参照） 

     2) 地元企業活用審査型（一般土木Ｂランク工事に適用）における

地元下請企業の評価において、下請企業が固定化される傾向にあ

ることから、地元企業活用審査型の対象となる下請企業の要件を

緩和。（参考資料Ｐ４参照） 

     

④防災上の地域貢献度の評価拡大（参考資料Ｐ５参照） 

     従来から加点していた近畿地方整備局との防災協定に加えて、平成 

２４年度から始める建設業ＢＣＰ（事業継続計画）の認定を受けた企

業に対し加点。 

                              －以 上－ 
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５
４

①品質確保と技能労働者の育成に向けた見直し
Ｐ1

現場の品質確保向上に向けた改善案として平成２２年度より現場従事技能者の評価を試行

評価項目 ： 現場従事技能者の能力（施工能力等として加点評価）

評価基準 ： （登録）基幹技能者、建設マスター、現代の名工、技能士（特級・１級）の配置を評価

配 点 ： 登録基幹技能者・建設マスター・現代の名工 １．０点

基幹技能者・技能士（特級・１級） ０．５点 → 最大２点

※営繕工事については、技能士の配置を特記仕様書で義務づけているため、評価対象外。

・ 今後、公共構造物の品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには
若手技術者を含め、施工現場に従事する優れた技能労働者の確保・育成・活用
を促進する必要がある。

現場の品質確保及び優れた技能労働者の育成等に向けた改善策の一環として、

現場従事技能者の評価について簡易型へ拡大する。（配点は最大２点）

標準Ⅰ型、標準Ⅱ型における配点を最大２点から最大４点に拡大する。

○改善内容

参 考 資 料
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５
４

②配置予定技術者の育成に向けた見直し
Ｐ2

○現状
現場代理人は工事の技術的事項を取り扱う位置付けではなく、会社の代表者の工事現場における代理人
であるという前提から、現場代理人としての経験を加点の対象としていない。

加算点の評価方法 ペナルティー

直轄の工事 ４点、他省庁・特殊法人等☆１・府県・政令市、地方道路公社☆
２・日本下水道事業団☆３の工事 ２点

左記の表彰があれば各年度毎に１点、複数ある場合は累積する。
※表彰がある場合は、その内容を様式５－３に記載するものとする。

推奨単位数以上の履修実績があれば１点
※各機関における継続学習の履修実績の証明書等を様式５－４に添付するも
のとする

4

1

4
企業の施工
能力

継続学習制度（ＣＰＤ）

総合評価落札方式
加算
点

評価基準

各継続学習実施機関の推奨単位数以上の履修実績で評価

監理技術者・主任技術者として従事した同種工事の経験同種工事の経験における監理技術者等としての施工経験の有無

配置予定技術者
の能力

平成１９年度から平成２２年度に元請として完成・引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注
の工事（港湾空港関係を除く。）における表彰の有無

技術者表彰

分類 評価項目 配点

標準Ⅰ型、標準Ⅱ型の例（簡易型の場合は2点）

監理技術者、主任技術者として従事した実績のみを加点。
（現場代理人での実績の場合は加点無し。）

○課題
・企業の施工能力として施工実績を有する技術者の配置に対して加点されるため、入札参加者の立場から常に経験豊富なベテラン技術者を配置

することになり、工事を受注することでその経験者はさらに実績が蓄積されることが繰り返され、若手技術者に監理（主任）技術者としての実績が
付きにくい状況にある。

・技術者の高齢化が進む中、企業は若手技術者育成のため、監理（主任）技術者と同等の資格を有した者を現場代理人として配置することで、技
術者としての経験を積ませているが、現場代理人としての経験が次回工事の総合評価において加点されない状況にある。

○改善内容

現場代理人として従事した過去の同種工事の経験について、当該工事において競争参加資格として
求める国家資格等を有する場合に限り、加点の対象とする。

加算点については、現状評価している監理（主任）技術者として従事した過去の同種工事の経験に係
る加算点の１／２評価とする。
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５
４

③加算点評価方法の見直し
Ｐ3

60点以上
65点未満

65点以上
70点未満

70点以上
75点未満

75点以上60点未満

-2点

-3点

0点

0点

2点

3点

4点

6点

-4点

-6点

【簡易型】

【Ⅰ・Ⅱ型】

H22工事成績評定

145

133

95 93

71

56

24
18 16

3 3 1 1

135

78

61

38

28

4

17

5
75

1122

0

20

40

60

80

100

120

140

160

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 89

合計

評定点

件

数

【簡易型】 0.5点 1点 1.5点 2点 2.5点 3点

【Ⅰ・Ⅱ型】 1点 2点 3点 4点 5点 6点0点

0点

65点以上

70点未満

70点以上

72点未満

72点以上

74点未満

74点以上

76点未満

76点以上

78点未満

78点以上

80点未満
80点以上

-3点

-6点

65点未満

現
行

改
善
案

課題：H22工事成績評定において、75
点を境にピラミッド型の分布をしてい
る。

現行の加算点の評価方法では、75
点と76点の１点差で、簡易型では2点、
標準Ⅰ・Ⅱ型では3点と大きな差が出
ているため、工事成績評定がより忠
実に反映される評価基準として、配点
を細分化する。

１）工事成績評価における配点の細分化
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５
４

③加算点評価方法の見直し
Ｐ4

２）地元企業活用審査型における下請け企業の要件緩和

Ｈ２０年度から地元企業の健全な育成、地域の景気浮揚につなげることを目的に、一般土木Ｂ等
級工事において地元企業の活用を総合評価における加算点項目とする試行を実施している。

地元一次下請企
業の工事成績

☆予定する下請比率が入札金額に対して１０％以上の企業すべてを対象と
す
　 る。
　 該当工事すべての工事成績評定通知書を様式５－８に添付すること。

地元一次下請企
業の活用

地元企業の活用比率４０％以上５点、２５％以上４０％未満３点、１０％以上２５％未満
１点、１０％未満０点
予定する下請比率が入札金額に対して１０％以上の企業すべてを対象とする。
企業すべてを対象に活用状況について様式５－９の１）に記載すること。なお、元請が
地元企業の場合は、様式５－９の２）に記載すること。

☆近畿地整実績で当該工種の工事成績評定点の平均点が７５点以上 ４点、７０点以上７５点未満 ２点、６５点以上７０点未満 ０点、６０点以上６５点未満 －２点、６０点未満 －４点。複数ある場合は累積する。

☆施工府県（○○県）実績で工事成績評定点の平均点が○○点以上 ４点、○○点以上○○点未満 ２点、○○点以上○○点未満 ０点、○○以上○○点未満 －２点、○○点未満 －４点。複数ある場合は累積する。

加算
点

加算点の評価方法分類 評価項目 評価基準 配点

最大
10

地元企業の活用状況 地元企業の活用比率（元請が地元企業の場合も含む。）で評価 5

地元企業（地
元一次下請
企業）活用に
ついて

過去２ケ年の地元企業工事成績評定の平均

平成21年度及び平成22年度に元請として完成し、引渡しが完了した国土交通省近畿地方整備局発注の
工事（港湾空港関係を除く。）のうち当該工事と同じ工事種別の工事における工事成績評定点又は平成22
年度に元請として完成し、引渡しが完了した施工府県の当該工事と同じ工事種別の工事における工事成
績評定点

5

○課題
１）申請書類として下請を予定している固有の企業名を記載する必要があるが、該当する下請企業の工事
成績を評価することから、一部企業が固定化される。

2)固有の下請企業への発注予定額を記載する必要があるが、申請書の提出期限内で十分な調整が困難で
ある中、予め下請契約額が固定される。

○改善内容
①予め地元下請企業として評価する社について、一定の工事成績（７０点）以上であることを条件とする。

②地元企業の活用比率は、受注予定金額に係る地元下請予定金額の総額（総比率）を評価する。
6



５
４

④防災上の地域貢献度の評価拡大
Ｐ5

【建設業ＢＣＰ（事業継続計画）認定制度】

建設会社が備えている基礎的事業継続力を近畿地方整備局が評価し、適合した建設会社に対する認定証の発行および、その建設会社を公表することにより、
建設会社における事業継続計画の策定を促進し、近畿地方整備局管内の災害対応の円滑な実施と地域防災力の向上を目的として行う。

○総合評価における評価内容
「地域・社会貢献」として認定を受けている場合に加点（１点）
・ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限までの有効期
限を有する認定書を対象とする。
・ 近畿地方整備局災害時事業継続認定委員会（仮称）が交付する「認定証」の写し
を添付する。

近畿地方整備局

建設業事業継続計画認定制度

建設会社
建設会社 建設会社

建設会社

申請
認定 申請

申請

申請

認定 認定

認定

・建設会社のBCP
（最低限の基礎的継続力）

・災害時の地域貢献

・基礎的継続力の保有
・災害時の地域への貢献

入札時にインセンティブ

2年間認定

・建設業事業継続計画の普及促進 → 地域防災力の向上
・災害時に強い近畿地方の建設業 → 企業力の向上
・災害時の迅速な復旧・復興へ体制 → 地域・社会貢献

認定制度の概要（案）

【申請・認定の対象】

・近畿地方整備局管内に本店、支店、営業所を
有する建設会社

【年間の申請・認定】

・認定日より２年間。ただし、認定後の1年以内
に訓練実施状況等の報告を義務付け、認定
継続の条件とする。

【認定の公表】

・認定証の交付を行うとともに近畿地方整備局
ＨＰで公開

【インセンティブ】

・総合評価の地域貢項目で加点

【実施予定】

・平成２４年度認定開始予定

7



近畿地方整備局 配布日時 平成２４年 ３月３０日
１４時００分

資 料 配 布

件 名 建設コンサルタント業務等における低価
格受注対策の更なる強化について

概 要 近年、建設コンサルタント業務等の発注においては、低価格受注

による品質低下が懸念されており、従来より１０００万円を超える

総合評価落札方式による業務発注においては、履行確実性評価を導

入するなどの対策を実施してきたところですが、平成２４年度から

は、価格競争により実施する業務も含めて、以下の品質確保対策を

実施することとしましたので、お知らせします。

なお、この新たな対策の周知期間を確保するため、平成２４年６

月１日以降公示又は指名通知する業務から適用することとします。

【新たに実施する対策】

①予定価格が１０００万円以下で５００万円を超える業務発注にお

いても、調査基準価格に相当する「品質確保基準価格」を導入し、

低価格受注と判断された場合には、１０００万円を超える業務発注

と同等の措置を義務づけ

②５００万円を超える業務発注において、低価格受注と判断された

場合、以下を義務づけ

・調査業務（環境調査、測量、地質調査業務等）については、管理

技術者（主任技術者）の現場常駐を義務付け

・調査業務以外については、受注者と同程度の企業規模で、かつ過

去２年間に低入札による受注を行っていない者による第三者照査

を義務付け

③１０００万円以下の業務発注において、低入札により受注した業

務を実施している入札参加者の手持ち業務量の制限を強化

④５００万円以下の業務においても、入札参加者の手持ち業務量の

制限を追加

取 扱

配布場所 大手前記者クラブ

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
問合わせ先 技術開発調整官 大西 博 (内線 3120)

技術管理課長 和佐 喜平 (内線 3311)
技術管理課長補佐 井川 貴史 (内線 3313)
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建設コンサルタント業務等における

低価格受注対策の更なる強化について

近年、建設コンサルタント業務等の発注においては、低価格受注による品質

低下が懸念されており、従来より１０００万円を超える総合評価落札方式によ

る業務発注においては、履行確実性評価を導入するなどの対策を実施してきた

ところですが、平成２４年度からは、価格競争により実施する業務も含めて、

以下の品質確保対策を実施することとしましたので、お知らせします。

なお、この新たな対策の周知期間を確保するため、平成２４年６月１日以降

公示又は指名通知する業務から適用することとします。

また、この新たな対策は、一般競争入札（総合評価落札方式）やプロポーザ

ル方式による業務発注、建築関係建設コンサルタント業務には適用されません。

【新たに実施する対策】

①予定価格が１０００万円以下で５００万円を超える業務発注において

も、調査基準価格に相当する「品質確保基準価格」を導入し、低価格

受注と判断された場合には、１０００万円を超える業務発注と同等の

措置を義務づけ

○品質確保基準価格

業 種 区 分 予定価格に対する割合

土木関係建設コンサルタント業務 ７５％

測量業務 ７８％

地質調査業務 ８２％

補償関係建設コンサルタント業務 ７９％

※1000万円超の業務における平均的な調査基準価格の割合を適用

○１０００万円を超える業務と同等の措置とは、以下のとおり
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【入札参加者に対する条件】

・下記③の条件の適用

【低価格受注者に対する条件】

・業務成績が７０点未満の場合は実績として認めない。

・表彰の対象外とする。（ただし、技術者表彰は除く。）

（下記②の条件も適用となります。）

なお、１０００万円を超える業務においては、上記以外に低入札価格

調査（予算決算及び会計令第８６条に基づく調査）の実施と業務コス

ト調査（業務完了後）の実施が義務づけられていますが、１０００万

円以下の業務については適用しません。

②５００万円を超える業務発注において、低価格受注と判断された場合、

以下を義務づけ

・調査業務（環境調査、測量、地質調査業務等）については、管理技術

者（注１）の現場常駐を義務付け

・調査業務以外については、受注者と同程度の企業規模で、かつ過去２

年間に低入札による受注を行っていない者による第三者照査を義務付け

上記の義務づけが実施できなかった場合は、業務成績を５点減点

○低価格受注とは、予定価格が１０００万円を超える業務においては、調

査基準価格を下回る価格、予定価格が１０００万円以下の業務において

は、上記①の「品質確保基準価格」を下回る価格。

○従来から、予定価格が１０００万円を超える業務のうち、詳細設計業務

の一部においては、受注者と同程度の企業規模の者による第三者照査が

義務づけられていましたが、「過去２年間に低入札による受注を行って

いない者」の条件は付けていませんでした。

（注１）測量、地質調査業務の場合は、主任技術者。
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③１０００万円以下の業務発注において、低入札により受注した業務を実

施している入札参加者の手持ち業務量の制限を強化

○低入札により受注した業務とは、１０００万円を超える業務において、

調査基準価格を下回る価格により受注した業務のこと。

○管理技術者（注１）の手持ち業務量の制限は、４億円未満かつ１０件未

満であるが、低入札により受注した業務を実施している場合は、２億円

未満かつ５件未満に強化。

④５００万円以下の業務においても、入札参加者の手持ち業務量の制限を

追加

○③と同様の条件を適用することとし、管理技術者（注１）の手持ち業務

量の制限を４億円未満かつ１０件未満とし、低入札により受注した業務

を実施している場合は、２億円未満かつ５件未満に強化。
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近畿地方整備局  

資料配布  

配布 

日時 

平成２４年２月１３日 

１４時００分 

 

件     名 
建設生産システム効率化に向けた取り組みの報告 

～受発注者パートナーシップ向上 2012～ 

  

概     要 

 近畿地方整備局では、入札契約制度のさらなる改善と建

設生産システムのさらなる効率化に向けて、今年度、受注

者へのアンケートを実施し、その結果を踏まえて、今後の

取り組み内容を「受発注者パートナーシップ向上 2012」と

してまとめましたので、報告します。 

 

（背景） 

ライフサイクルコストが安く、質の高い社会資本整備を

推進するためには、総合評価方式の適切な運用などの入札

契約制度の改善を推進するとともに、施工段階におけるさ

らなる効率化に向けて、受発注者間のパートナーシップを

向上させることが重要となります。 

  

取  扱  い 

 

  

配布場所 
大手前記者クラブ 

みなと記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 

企画部 企画調整官      安原  達（内線 3112）

    技術調整管理官   ○山本  剛（内線 3115）

   電話 ０６－６９４２－１１４１（代） 

 

港湾空港部 港湾空港企画官  宮島 正悟（内線 6404）

   電話 ０７８－３９１－７５７１（代） 
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建設生産システム効率化に向けた取り組みの報告 

～受発注者パートナーシップ向上 2012～ 

 

 近畿地方整備局では、過去に実施した工事・業務について受注者に対するア

ンケート等を実施し、その結果を踏まえて、入札契約制度や工事の円滑化など

の建設生産システムにおける改善すべき主な課題や取組みの方向性、進め方を

「受発注者パートナーシップ向上 2012」としてとりまとめました。 

 この「受発注者パートナーシップ向上 2012」では、詳細設計から工事発注段

階までの「工事発注適正化発注者心得八箇条」、工事施工段階における「工事円

滑化発注者心得十箇条」、発注者の資質・技術力向上に向けた「現場技術力向上

発注者心得八箇条」の全２６箇条からなる発注者心得を新たに制定し関係する

職員や受注者への周知の徹底を図るとともに、入札・契約制度のさらなる透明

性の向上と事務の簡素化を図るための改善策や設計便覧の改訂等による設計品

質の向上策等をとりまとめています。 

 また、こうした取組みをＰＤＣＡサイクルによって、さらに効果を高めてい

くために、毎年度受注者へのアンケートを行い、取組み内容の改善に反映させ

ることとしています。 

 

《受発注者パートナーシップ向上 2012 の概要》 

① 「受発注者パートナーシップ向上 2012」の周知徹底（関係団体へも通知） 

② 毎年度、工事成績・業務成績通知後に受注者アンケートの実施とその内容の

公表、アンケート結果に基づく対応方策の見直し（ＰＤＣＡサイクル）。 

                        ＜参考資料４を参照＞ 

③ 平成２３年度設計便覧改訂において、受注者側（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）の意見を踏まえ

たチェックシートの見直しと、受発注者双方が活用する「利用の手引き」の

策定、基準等が改訂された時の速やかな改訂方策の実現。 

④ 入札・契約手続きのさらなる簡素化・合理化。 

⑤ 入札・契約手続きにおける技術提案者への対応マニュアルの作成。 

⑥ 入札・契約手続きに関する問い合わせ窓口の明確化 

⑦ ＡＳＰ導入に関するＦＡＱの作成（平成２３年度に第１版作成）と問い合

わせ窓口の明確化。 

⑧ 発注者側の資質向上を図るため、研修において接遇内容を取り入れたコン

プライアンス講義の実施。 
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参考資料 １ 

 

～ 受発注者パートナーシップ向上 2012 ～ 
工事発注適正化発注者心得八箇条 

 
第１条：主任調査員は、詳細設計業務の発注にあたり、設計条件を

明確に示すとともに、積算基準書に基づき適切な履行期限

を設定し、業務履行中に業務内容の追加が発生した場合は

適切に工期延期を行うこと。 
第２条：主任調査員は、詳細設計業務の重要な打合せ（設計条件等）

に必ず出席すること。 
第３条：主任調査員は、受注者と合同現地調査を実施し、詳細設計

業務の業務報告書には工事発注時における必要な条件明示

等の留意事項を明記するよう受注者を指導すること。 
第４条：主任調査員は、詳細設計業務の業務スケジュール管理表に

おいて照査期間を明記し、確実に実施できるように工程管

理を行うこと。 
第５条：主任調査員は、成果品納入時に受注者が設計点検チェック

シートを用いた照査を実施しているかを確認すること。 
第６条：発注担当課は、工事発注前に発注図面を持参して現地調査

を実施し、現場条件を把握した上で設計図書に反映するこ

と。 
第７条：発注担当課は、工事発注時のチェックシートを活用した発

注管理を徹底すること。 
第８条：発注担当課は、発注者の技術提案に求める意図の明示や受

注者が質問や見落としそうな箇所に注意を払い、受注者が

よりよい技術提案の作成ができるように努めること。 
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参考資料 １ 

 

～ 受発注者パートナーシップ向上 2012 ～ 
工事円滑化発注者心得十箇条 

 
第１条：河川及び道路管理者等への法令協議は、発注者（協議担当者）が行

い、その状況は受注者にも情報提供すること。 
 
第２条：事務所長は、ワンデーレスポンス、工事施工調整会議（三者会議）、    

設計変更審査会の実施状況を点検し、受発注者間の意思疎通、情報    
共有を図ること。 

 
第３条：発注担当課は、原則として工事施工調整会議（三者会議）、設計変

更審査会を開催し、副所長又は工事品質管理官が必ず会議に出席す
ること。 

 
第４条：発注担当課は各種ガイドラインの内容を理解し、設計変更審査会、    

工事施工調整会議（三者会議）においてガイドラインを見せながら    
受注者に対して説明を行うこと。 

 
第５条：発注担当課は、工事中止の必要がある場合は、速やかに受注者に一    

時中止の通知をするとともに、再開に向けた協議等の進捗状況を受    
注者に情報提供すること。 

 
第６条：事務所工事関係者は、常にワンデーレスポンスの意識を持って、受

注者からの工事（協議）書類を定めた期日までに回答できるよう努
めること。 

 
第７条：事務所工事関係者は、ASP を活用し、受発注者間ならびに事務所内で

の情報共有に努めること。 
 
第８条：監督職員及び検査職員は、受注者に求める工事関係書類を明確にし、

受発注者における業務の効率化を図ること。 
 
第９条：検査職員は、工事の目的、内容を把握するとともに、各検査項目の

目的、内容を十分理解して検査に臨むこと。 
 
第 10 条：検査職員は、検査終了時に給付の確認検査の合否を明確に伝えると

ともに、技術検査における講評を行うこと。 
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参考資料 １ 

 

～ 受発注者パートナーシップ向上２０１２ ～ 

現場技術力向上発注者心得八箇条 

 
第１条：受発注者は契約に基づき、ライフサイクルコストが安く、質の高い

インフラを整備するパートナーであり、互いの技術力を切磋琢磨す

ることによって、その目的が達成されることを十分に認識すること。 
第２条：監督員は、工事の受注者と対等な立場であることをわきまえて、決

して威圧的な態度を取ることなく、コミュニケーションを図り、円

滑な工事の推進に努めること。 
第３条：主任監督員は、重要な打ち合わせに必ず出席するとともに、監督員

等に対し、「現場を見る力」及び工事の受注者への適切な接し方につ

いて指導すること。 
第４条：監督員・主任監督員・主任調査員は、現場で困難な課題が発生した

場合は、経験豊富な事務所長・副所長、専門分野に詳しい「技術継

承人」「スペシャリスト会議」等に相談するなど、組織として問題を

解決すること。 
第５条：事務所長、副所長、所属長は、設計段階・工事中等の日常業務にお

いて、職員の「現場技術力」（現場を見る力・考える力・説明する力）

を向上させる機会や知見を高める研修、研究発表会等に参加できる

機会を増やすよう努めること。 
第６条：監督員は、『検査職員の心得（検査技術マニュアル（案））』等を学習

し、段階確認時等に現場に出向き、「現場を見る力」をつけること。 
第７条：設計・発注担当者は、設計の考え方を理解するため、施工検討会（工

事前）、施工調整会議、設計変更審査会、段階確認、完成検査（工事

中）に積極的に参加し、「現場技術力」をつけること。 
第８条：事務所長、副所長は、上記の項目についての実施状況を点検、評価、

改善検討を定期的に行い、事務所職員の技術力・資質の向上を目指

すこと。 
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参考資料 ２ 
 

◇アンケート調査の結果について 
  
受注者へのアンケートについては、平成 22 年度に完了した工事・業務を対象

に、以下の３種類のアンケートを実施し、結果をとりまとめました。 
 
１．工事発注・施工段階における発注者の対応に関するアンケート 
 ・平成 22 年度完成工事 1043 件（土木：981 件、港湾：62 件）から 364 件を

抽出しアンケートを実施。そのうち 232 件から回答（回答率：64％）があ

り、631 のコメントが寄せられた。 

 ・現場の生の声を反映するため現場代理人または監理技術者（主任技術者）

に直接依頼。 

＜アンケート調査の結果＞ 
 ・適切または概ね適切との回答が約８割。 
 ・不適切と回答された方から、631 のコメントをいただいた。 
 ・コメントの中で指摘が多かった項目は以下のとおり。 
   ① 設計内容が現場条件と不一致。 56 件 

   ② 積算内容が現場条件と不一致。 42 件 
   ③ 工事用図面が不適切。 47 件 

   ④ 発注時の条件明示が不十分。 33 件 

   ⑤ 工期設定が不適切。 58 件 

      ⑥ 一時中止の対応が適切でない。 20 件 

   ⑦ ワンデーレスポンスが適切に実施されていない。 29 件 

   ⑧ 三者会議が開催されなかった。 22 件 

   ⑨ 設計変更審査会が開催されなかった。 21 件 

   ⑩ 紙と電子の二重納品を求められた。 20 件 

   ⑪ 監督員の知識不足、威圧的な態度 15 件 

⑫ 過度な業務指示 25 件 

   ⑬ 現場技術員の態度が不適切  14 件 
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２．工事の入札・契約制度の運用状況に関するアンケート 
 ・平成 22 年度 4月以降に近畿地方整備局で入札公告した工事を対象に(社)日

本建設業連合会関西支部 69社と埋設浚渫協会近畿支部 27社の会員 96社を

対象にアンケートを実施。そのうち 42 社から回答（回答率：44％）があり、

268 のコメントが寄せられた。 

 ・総合評価落札方式の技術提案等を担当している部長、課長等に依頼。 

＜アンケート調査の結果＞ 
 ・適切または概ね適切との回答が約７割。 
 ・不適切と回答された方から、268 のコメントをいただいた。 
 ・コメントの中で指摘が多かった項目は以下のとおり。 
      ① 技術提案を求める指定テーマ及びその設定理由がわかりにくい。 

15 件 

 

３．コンサルタント業務に関するアンケート 

 ・平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 6 月 30 日までに完了した設計業務 244 件 

（土木：221 件、港湾：23 件）から 201 件を抽出しアンケートを実施。 

そのうち 134 件から回答（回答率：67％）があり、212 のコメントが寄せ 

られた。 

 ・現場の生の声を反映するため業務を総括的に掌握している管理技術者に 

直接依頼。 

＜アンケート調査の結果＞ 
 ・適切または概ね適切との回答が約９割。 
 ・不適切と回答された方から、212 のコメントをいただいた。 
 ・コメントの中で指摘が多かった項目は以下のとおり。 
   ① 業務完了後に過度な対応を求められる。 28 件 

      ② 主任調査員が対応していない。 27 件 
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　　　■工事円滑化の取り組みの更なる推進と恒久化

　　　　　○工事円滑化説明会の継続的な実施

　　　　　　　受注者アンケートの結果と工事円滑化・建設生産システム効率化の取り組みの方向性の関係 参考資料 ３

○設計内容が現場条件と不一致。

○三者会議が開催されなかった。
　（日程調整不可による未開催、コンサル不在）

○工事用図面が不適切。

○ワンデーレスポンスが適切に実施されていない。
　 （協議事項等の回答が期限を超過、書類の訂正指示）

○監督員の知識不足。

○紙と電子の二重納品を求められた。

○工期設定が不適切。

○設計変更審査会が開催されなかった。
　（３０％対策会議、設計変更が認められない）

■工事円滑化の取組みが不十分
　○工事関係書類の明確化

■工事円滑化の取組みが不十分
　○設計図書の照査ガイドライン（案）
　○工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン（案）

■設計変更ガイドラインの認識と理解不足

○一時中止の対応が適切でない。
　（一時中止・増加費用が認められなかった）

■工事発注時のチェック体制の不徹底

■工事円滑化の取組み不十分
　○ＡＳＰ導入

■工事円滑化の取組みの更なる推進
　→ 情報通信技術の導入（ＡＳＰの活用拡大）

○現場技術員の態度が不適切である。

■現場技術員の資質向上
　→　著しく対応が不適切な現場技術員については、当該業
        務の管理技術者を通じて指導するとともに、対応に応じ
        て成績評定に反映させる。
    背景： 建設業法第18条の「……対等の立場……」の理念
              を管理技術者及び現場技術員が理解不足。

■設計成果照査の確認方法が不十分

■工事一時中止ガイドラインの認識と理解不足

■平成２５年度一般化に向けた対応
 → サービス提供者の選定と試行の拡大（平成23年11月）

■設計変更審査会開催の推進対応
 → 受注者に審査会開催の意向を確認（実施中）

■設計成果品の品質向上
　○コミニュケーション円滑化の推進
　○照査の確実な実施
　○詳細設計における条件明示の徹底
　○検査範囲の明確化と厳格なペナルティの確立

監
督
職
員
等
の
資
質
・
技

術
力
の
維
持
・
向
上

■技術職員の育成並びに技術力の向上と継承支
   援に係る取り組み不足

円
滑
な
工
事
実
施

適
切
な
工
事
発
注
準
備
・
手
続
き

■現場条件を反映した設計図書の作成・積算
　○発注前の現地調査による現場条件の把握と設計図書
　　 への反映
　○チェックシートによる確認の徹底
　○現場条件等に応じた適切な積算

■工事施工調整会議（三者会議）の推進対応
 → 開催とガイドラインの周知徹底

アンケート結果における課題 現状における取り組みにおける課題 さらなる取り組みの方向性

○積算内容が現場条件と不一致。

○発注時の条件明示が不十分である。

○技術提案を求める指定テーマ及びその設定理由がわかりにく
い。

○業務完了後に過度な対応を求められる。 ■契約関係に関する理解不足
■業務完了後は受発注者関係ではないことの認識強化
　○関係者への説明資料、工事発注用資料の作成は業務
　　 工期内に実施
　○業務工期内に不可能な場合は別途対応

■受発注者共、契約手続きに時間と労力負担が
   増大

■受発注者双方の事務の簡素化及び効率化の推進
　○簡易型の適用範囲拡大、段階選抜方式の試行実施
　○発注者の技術提案に求める意図の明示
　○受注者の質問や見落としそうな箇所への配慮

■監督職員の資質向上
　○現場技術力向上の発注者心得八箇条
　○実施状況の点検・評価・改善検討の定期的実施

○監督員の威圧的な態度。

新たな取り組み
「近畿地方整備局　受発注者パートナーシップ向上2012」

■本局としての新たな対応策
 ○平成２３年度設計便覧改訂におい
    て、受注者側（コンサルタント）の意
    見を踏まえたチェックシートの見直
    しと受発注者双方が活用する「利用
    の手引き」の策定、基準等が改訂さ
    れた時の速やかな改訂方策の実現
 ○入札・契約手続きのさらなる簡素化
　　合理化
 ○入札・契約手続きにおける技術提
    案者への対応マニュアルの作成
 ○入札・契約手続きに関する問い合
　　せ窓口の明確化
  　　技術提案窓口：技術管理課
　　　　　　　          建設専門官(内3157)
      契約関係窓口：契約課
                         課長補佐(内2514)
 ○「工事発注適正化発注者心得八
  　箇条」の周知徹底
　　（関係団体へも周知）

■事務所独自の重点的取
り組みの推進

　・「工事円滑化発注者
　心得十箇条」の中から
　重点的な取り組むべき
　項目の実践　等

■事務所独自の重点的取り
組みの推進

　・「現場技術力向上発
　注者心得八箇条」の中
　から重点的な取り組む
　べき項目の実践　等

■事務所独自の取り組み
の推進

　・「工事発注適正化発
　注者心得八箇条」の
　中から重点的な取り組
　むべき項目の実践　等
　

本　局 事務所

■受注者との双務性の認識の欠如

■受注者との双務性の認識の欠如

■本局としての新たな対応策
 
　○「工事円滑化発注者心得十箇条」
     の周知徹底
　　 （関係団体へも周知）。

　○毎年度、工事成績・業務成績通知
　　後に受注者アンケートの実施とその
　　内容の公表、アンケート結果に基づ
　　く対応策の見直し（ＰＤＣＡサイクル）

　○ＡＳＰ導入に関するＦＡＱの作成
　　（平成２３年度に第１版作成）と問い
　　合せ窓口の明確化。
       問い合せ窓口：技術管理課
　　　　　　　　　　　建設専門官(内3158)

。

■本局としての新たな対応策

 ○発注者側の資質向上を図るため、
　　研修において接遇内容を取り入れ
　　たコンプライアンス講義の実施
 
 ○「現場技術力向上発注者心得八
　 箇条」の周知徹底。

本　局

本　局

事務所

事務所
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参考資料 ４

「近畿地方整備局　受発注者パートナーシップ向上2012」  フロー図

　近畿地方整備局が受注者に対し

　アンケート実施【９月発出】
　　　《メールアンケート対象》
　　　　工事　：　アンケート対象件数　  ３６４件
　　　　入契　：　　　　　　〃　　　　　　　　  ９６件
　　　　業務　：　　　　　　〃　　　　　　　  ２０１件

近畿地方整備局技術管理課（Ｈ２２実施分）

円滑化アンケート集約（工事）

実　践
自己点検を実施

※ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾐｰﾃｨﾝｸﾞと同時開催等

 分　析　評　価

対応策

評　価【６月～】
④受注者アンケート実施

（評価分析 ）

管内事務所長会議 　副所長会議

本局としての新たな対応策
心得の実践
事務所独自の重点的取り組
み

本局相談窓口
企画調整官
技術調整管理官
港湾空港企画官
技術管理課長
技術調査課長

港湾空港整備・補償課長

改
良

①設計・計画段階、②発注段階、
③施工段階、④検査・精算段階、
⑤技術力向上
のそれぞれについて対応案を検討

　アンケート集約【９月中～１０月】
 《回収件数》　 《不適切等回答の割合及びｺﾒﾝﾄ
数》
　工事 ： ２３２件　　　　８％　　　６３１コメント
　入契 ： 　４２件　　　２９％       ２６８コメント
　業務 ： １３４件　　　　７％　　　２１２コメント
  　※回答割合は対象となる設問を単純平均している。

今回から３年間を目途（～2014
年度分）に、１年クールで毎年
効果検証のために受注者アン
ケートを実施し、結果をもとに
適宜改善・見直し

ＰＤＣＡサイクル

他地方整備局の取組資料収集

■凡例
　・平成２３年度これまでの取組み

　・これからの取組み
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